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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから福祉委員会を再開いたし

ます。 

 傍聴者はおみえでしょうか。 

議事調査課課長補佐（川村 幸一君） 

 一般傍聴人はおみえになりません。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 本日は、健康福祉部の各所管について審査をしていただきます。 

 それでは、最初に、認定第１号 平成３０年度清須市一般会計決算認定について、所管ごとに

歳入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 平成３０年度清須市歳入歳出決算書をお願いいたします。 

 一般会計歳入のうち健康福祉部所管分につきましては、私のほうから一括で朗読説明をさせて

いただきます。 

 初めに、１６、１７ページをお願いいたします。 

 １１款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、予算現額３億９千５９０万４千円、

収入済額３億４千８６１万９千９２０円、不納欠損額６５万２千５００円、収入未済額５１２万

１３０円、１節社会福祉費負担金と２節児童福祉費負担金でございます。 

 ２目衛生費負担金、予算現額１億４８６万６千円、収入済額１億２０２万８千９００円、１節

保健衛生費負担金のうち備考欄１行目の未熟児養育費負担金と３行目、救急医療施設費整備費負

担金でございます。 

 １２款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、予算現額１千９万円、収入済額１千

５７５万５千１１０円、１節社会福祉使用料と２節児童福祉使用料でございます。 

 はねていただきまして、１８、１９ページをお願いいたします。 

 ２項手数料、１目衛生手数料、予算現額１億２千９９７万１千円、収入済額１億２千９８７万

７千８１０円、１節保健衛生手数料のうち備考欄２行目、犬登録手数料と３行目狂犬病予防注射
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済票交付手数料でございます。 

 １３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、予算現額２３億８千８８９万９

千円、収入済額２３億４千９７２万７千１９円、１節社会福祉費負担金から、はねていただきま

して、２０、２１ページの３節生活保護費負担金まででございます。 

 ２目衛生費国庫負担金、予算現額２７２万８千円、収入済額３２３万８千６７７円、１節保健

衛生費負担金でございます。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、予算現額１億３千５７２万円、収入済額１億５４３

万８千円、１節社会福祉費補助金から３節生活保護費補助金まででございます。 

 ３目衛生費国庫補助金、予算現額７６９万５千円、収入済額７７０万円、１節保健衛生費補助

金でございます。 

 はねていただきまして、２２、２３ページをお願いいたします。 

 ３項国庫委託金、２目民生費委託金、予算現額１千７３９万６千円、収入済額１千３９６万１

千２８６円、２節児童福祉費委託金でございます。 

 １４款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、予算現額７億８千２８９万円、収入済

額７億７千５４３万４千２８９円、１節社会福祉費負担金のうち備考欄３行目の障害者総合支援

給付費負担金から一番下の低所得者保険料軽減負担金までと２節児童福祉費負担金及び３節生活

保護費負担金でございます。 

 ２目衛生費県負担金、予算現額１３６万４千円、収入済額１６１万９千３３８円、１節保健衛

生費負担金でございます。 

 はねていただきまして、２４、２５ページをお願いいたします。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金、予算現額３億５千８８万４千円、収入済額３億３千３２

６万６千５５２円、１節社会福祉費補助金のうち備考欄３行目の地域生活支援事業費等補助金か

ら一番下の小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金までと２節児童福祉費補助金

でございます。 

 ３目衛生費県補助金、予算現額１千４４２万１千円、収入済額１千３９５万９千６４１円、１

節保健衛生費補助金のうち備考欄２段目の一般不妊治療費助成事業費補助金から一番下の救急医

療施設整備費補助金まででございます。 

 はねていただきまして、２６、２７ページをお願いいたします。 

 ３項県委託金、２目民生費委託金、予算現額１２万円、収入済額４万８千５７９円、１節社会
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福祉費委託金と２節児童福祉費委託金でございます。 

 はねていただきまして、２８、２９ページをお願いいたします。 

 １６款寄附金、１項寄附金、３目民生費寄附金、予算現額５４万１千円、収入済額６８万９千

８４４円、１節社会福祉費寄附金でございます。 

 はねていただきまして、３０、３１ページをお願いいたします。 

 １７款繰入金、１項特別会計繰入金、２目介護保険特別会計繰入金、予算現額２千３０７万６

千円、収入済額２千３０７万６千円、１節介護保険特別会計繰入金でございます。 

 １９款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、予算現額１億２千４４３万３千円、

収入済額１億７２４万９千３１円、収入未済額１千７２８万８千３０７円、１節貸付金元利収入

のうち備考欄３行目の災害護助資金貸付金収入でございます。 

 ４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入、予算現額２千５４３万円、収入済額２千４０５

万６千３３８円、１節社会福祉費受託事業収入と２節児童福祉費受託事業収入でございます。 

 はねていただきまして、３２、３３ページをお願いいたします。 

 ５項雑入、２目雑入、予算現額６億１千６７３万９千円、収入済額５億９千１８６万１千４２

５円、不納欠損額２万２千５００円、収入未済額１千３３６万１千９２２円、４節民生費雑入と、

はねていただき、３４、３５ページ、５節衛生費雑入のうち備考欄の１行目、成人健康診査等受

診者負担金と２行目、看護実習生等委託金でございます。 

 平成３０年度一般会計歳入決算書の健康福祉部所管につきましては、以上でございます。 

 続きまして、一般会計の歳出に移らさせていただきます。 

 各担当課長より説明のほうをさせていただきます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島でございます。 

 それでは、決算書５２ページ、５３ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、予算現額２３億５千４０１万円、支出済

額２３億３千３７３万７千３５５円、不用額２千２７万２千６４５円、２節給料から２８節繰出

金まで、備考欄の見出し、上から２つ目の社会福祉費から４つ下の見出し、社会福祉協議会費ま

でと、さらに３つ下の見出し、介護保険特別会計繰出金でございます。 
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 はねていただきまして、５４ページ、５５ページをお願いいたします。 

 ２目障害者福祉費、予算現額１５億７千６５万円、支出済額１５億５千８５５万６千５８２円、

不用額１千２０９万３千４１８円、１節報酬から２３節償還金、利子及び割引料まででございま

す。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 続きまして、５４、５５ページをお願いいたします。 

 ３目高齢者福祉費、予算現額１億５千１９７万７千円、支出済額１億４千６３４万６千６６４

円、不用額５６３万３３６円、８節報償費から２３節償還金、利子及び割引料まででございます。 

 はねていただきまして、５６ページ、５７ページをお願いいたします。 

 ５目社会福祉施設費、予算現額１億２千８３７万３千円、支出済額１億２千３７７万９千２２

８円、不用額４５９万３千７７２円、２節給料から１５節工事請負費まででございます。 

 備考欄、清洲総合福祉センター費から春日老人福祉センター費まででございます。 

 高齢福祉課所管分については、以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 子育て支援課の所管分のほうを説明させていただきます。 

 同じく、５６、５７ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、予算現額１６億５千６９３万９千８０円、

支出済額１６億３千７４４万１千３１４円、不用額１千９４９万７千７６６円、１節報酬から２

０節扶助費までとなります。 

 主な支出といたしまして、子ども・子育て支援費では、子ども・子育て支援制度に基づく認定

こども園などへの給付費、増加傾向にある３歳未満児の幼児ニーズ料の確保のために、小規模保

育事業の施設整備費となります。その他ファミリー・サポート・センター費、児童手当費支給費

などになります。 
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 はねていただきまして、５８、５９ページをお願いいたします。 

 ２目母子福祉費、予算現額２億６千４４１万２千円、支出済額２億６千３３３万２千７８７円、

不用額１０７万９千２１３円、１節報酬から２３節償還金、利子及び割引料までとなります。 

 主な支出といたしまして、一人親世帯の支援に係る費用として、子ども食堂運営費補助金のほ

か市単独の遺児手当・児童扶養手当の支給費になります。 

 ３目保育所費、予算現額１３億５千４０２万２千９２０円、支出済額１３億２千６０１万７千

６６４円、不用額２千８００万５千２５６円、１節報酬から２３節償還金、利子及び割引料まで

でございます。 

 主な支出といたしまして、市内１３か園の公立保育園の職員の人件費、保育士の臨時職員の事

務費、施設維持のための管理費、季節等に行います行事等の事業費になります。次ページになり

ます６０、６１ページの保育園整備費につきましては、保育環境の安全快適のための工事費用と

なります。 

 引き続き、６０、６１ページをお願いいたします。 

 ４目児童館費、予算現額２億５千６３７万８千円、支出済額２億５千２８７万８千５３６円、

不用額３４９万９千４６４円、２節給料から１９節負担金、補助及び交付金までとなります。 

 主な支出としまして、職員人件費、児童館の臨時職員の事務費、施設等の管理費及び各児童館

の事業費となります。 

 児童館整備費につきましては、（仮称）西枇杷島児童センター新築工事の設計の支出となりま

す。西枇杷島児童センターにつきましては、今現在、工事を着手しているところでございますが、

掘削土の処分に際しまして、基準を超える微量の砒素が検出されました。汚染度につきましては、

場外に搬出し、適正に処分しており、現在も工事を進めております。 

 次に、５目児童福祉施設費、予算現額３千１７７万１千円、支出済額３千２６万７千９９２円、

不用額１５０万３千８円、２節給料から６２、６３ページの１８節備品購入費になります。 

 主な支出としまして、母子通園施設たんぽぽ園職員の人件費、臨時職員の事務費、施設管理費、

たんぽぽ園の療育にかかわる行事等の事業費となります。 

 ６目子育て支援センター費、予算現額２千８９６万１千円、支出済額２千７９１万５千１１０

円、不用額１０４万５千８９０円、４節共済費から１９節負担金、補助及び交付金までとなりま

す。 

 主な支出といたしまして、市内４か所の子育て支援センター臨時職員の事務費、施設の管理費、
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支援センターの各種事業の支出となります。 

 以上が、子育て支援課の所管分となります。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島でございます。 

 続きまして、３項生活保護費、１目生活保護総務費、予算現額６千９２４万円、支出済額６千

７６０万８千８４３円、不用額１６３万１千１５７円、２節給料から、はねていただきまして、

６４ページ、６５ページをお願いいたします。２３節償還金、利子及び割引料まででございます。 

 ２目生活保護扶助費、予算現額９億７千３９万９千円、支出済額８億９千６２５万７千５３７

円、不用額７千４１４万１千４６３円、２０節扶助費でございます。 

 ４項災害救助費、１目災害救助費、予算現額１８万４千円、支出済額７万２千８円、不用額１

１万１千９９２円、１１節需用費から２０節扶助費まででございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。 

 続きまして、健康推進課分を御説明いたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、予算現額３億９８２万３千円、支出済額

３億７０８万５千９６２円、不用額２７３万７千３８円、１節報酬から１９節負担金、補助及び

交付金まででございます。 

 主なものとしましては、救急医療に関する負担金などでございます。 

 ２目予防費、予算現額３億７千３６６万９千円、支出済額３億５千９７１万４千６４９円、不

用額１千３９５万２千３５１円、４節共済費から、はねていただきまして、６６、６７ページ、

２０節扶助費まででございます。 

 主なものといしましては、母子保健費の妊娠・出産包括支援費などでございます。 

 認定第１号 平成３０年度清須市一般会計決算認定について、福祉委員会所管分については以

上でございます。 

 御審議、よろしくお願いいたします。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは質疑に入ります。 

 まず、歳入。 

 １６ページ、１７ページ 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 加藤です。おはようございます。 

 １６ページの１１款分担金及び負担金、１項負担金の１目民生費負担金の１節社会福祉施設負

担金の老人保護措置費負担金についてお聞きします。 

 まず、成果報告書の９０ページのことが書かれていますが、この内容のことでまず確認します。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 申しわけございません。この負担金につきましては、９３ページの成果報告書の（３）社会福

祉法人等に対する利用者負担軽減措置費補助金になります。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 酒井課長補佐。 

高齢福祉課課長補佐（酒井 雄一郎） 

 高齢福祉課課長補佐の酒井です。よろしくお願いします。 

 ただいま加藤委員からの御質問にありました老人保護措置費の負担金ですが、こちらのほうは、

現在、清須市から御利用されてみえます５名の方の利用者さんが負担されるものです。現在、４

人の方が新和楽荘というところに入所されてみえます。明範荘にお１人入ってみえまして、その

５人の方からの負担金になります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そしたら、９０ページということで、この養護老人ホームというのは、低所得者で住居に困る

など、多様な生活問題を抱えた高齢者が入所する措置施設であります。 
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 歴史をたどると救民施設から始まった経営化があるわけですが、今日でも、なお、その役割意

義は大きくて、この養護老人ホームというのは、特別養護老人ホームへの入所に至らない比較的

軽度の要介護者への対応とともに、精神的な障がいや一人暮らし、環境上の理由から自宅での生

活が困難な高齢者を受け入れる措置施設として大きな役割を果たしているわけですけれども、私

も市内のいろいろな一人暮らしの高齢者の方と接する機会が多いわけですが、本当に大きな役割

を果たしているわけなんですが、実態的には５人ということなんですが、養護老人ホーム、本市

においてこの数で充足しているのか、それとも割り当てみたいなのがあって、なかなか入ること

ができないのか、どういう実態にあるのかお聞きしたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 現在、要介護認定を受けてみえる方の待機者数でよろしいでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その辺はまた介護保険でやりますので、例えば、ここの養護施設の実態は５人ですけれども、

現実に清須市でこの数で充足しているのかどうなのか、例年５人ぐらいの数しか出てないもんで

すから、私が市内で高齢者の方でいろいろ接すると、本当にこういう施設に入れたらいいなと思

うような人たちがたくさんみえるわけですが、実際にはこの数でしかないもんですから、その辺

のところは市としてどういうふうにつかんでおるのかなというところをお聞きさせていただきま

した。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 例年５名から６名の措置の方がおみえですけれども、そちらで御希望の方には措置入所のほう

をお勧めしております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 ということは、枠みたいなのがあって、それで優先じゃなくて、５名から６名しか措置に当て

はまる人がいないという認識どちらなのかということを再度お聞きします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 こちらのほうは６５歳以上の身体上、精神上、環境上の理由により必要な方に入所していただ

いているもので、そちらに当たる方が５、６名ということで認識しております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 わかりました。そちらに当たる方が５、６名ということを今、御回答いただきましたんで、そ

のように記憶させていただきます。 

 ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、１６、１７ページございますか。 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 ３番、冨田雄二です。よろしくお願いします。 

 まず、児童福祉費負担金のところで一時保育利用料４２４万９千６００円とありますけど、本

市で一時保育できる保育園てどこですかね、教えてください。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。 

 今、一時保育を利用できる保育園につきましては４か所ありまして、西枇杷島保育園、本町保

育園、桃栄保育園とネギヤ保育園になります。ただし、この４つの保育園につきましては、受け

入れの人数等が違いますので、西枇杷島保育園ですと５名、本町ですと２名、桃栄ですと２名、

ネギヤ３名ということでございます。 
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 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 一時保育というのは、保護者の病気入院だとか、児童の保育が一時的に困難になったとき

の利用だというふうに理解してますけど、この年間利用件数とか利用内容とか、何が多いで

すか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 一時保育につきましては、実際、就労であったりとか緊急、育児のリフレッシュ等の私的な理

由で、週３日から４日、月に１４日以内利用ができることになっております。 

 昨年度の延べ利用人数につきましては、約７００名の方が利用されました。 

 内容につきましては、ほとんどの方が就労ではなくて育児の心理的とか身体的な負担を軽減す

るためのリフレッシュということで利用されている方が多いと認識しております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 例えば、他市町へ行かれとって、実家が清須市にあったと。例えば、２番目の子が生まれ

るから実家で産みたいという場合、他市町の保育園へ通っておった人がこちらのほうに一時

的にやるということはできるんですかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今回、一時保育利用につきましては、あくまでも市内の方ということになりますので、例えば、

今、委員の言われますように、市外の方が御希望されましたら、広域入所という形で他市町のほ

うから申し込みがありましたら、あとは定員に余裕があれば受け入れはさせていただく予定では

ございます。 
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 実績につきましては、また昨年度、別のところになりますが、３０、３１ページのほうになっ

てしまいますが、こっちのほうで実際、他市町のほうの受け入れを本市で受け入れした人数のほ

うがあります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 最近ですけど、私のほうにも依頼が来て、どこか受け入れるところはないかということで

お聞きしまして、保育園のほうはネギヤさんが今３名、春日のほうでということで、ゆめの

もりのほうでも預かっていただけるということで連絡したらしいんですけど、非常にいっぱ

いでなかなかとれないというふうにお聞きしたんですけど、今、例えば、西枇で５名、本町

で２名、桃栄で２名、ネギヤで３名ですか、そこら辺、十分に利用できとるんですかね。定

員がいっぱいであるとかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 先ほどもお伝えはさせていただきましたように、今は私的の方で利用されてみえてる方等があ

りますので、今後そういうような御要望がありましたら、また市のほうで、保育園に入所できる

方なのかどうなのか、この一時預りの方なのかということを一度またしっかりと要望があった方

にお聞きして対応させていただきたいなというように思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 山内です。 

 私的契約時保育料に関してですけれども、今、本市で私的契約の園児というのは何名みえ

ますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 
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健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 この私的のほうは実績数でよろしいでしょう。今現在のほうでよろしいですか。実績数でよろ

しかったでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 実績のほうで。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ３０年度の実績になりますと、これは延べの利用人数になりますが、３歳児で１６名、４歳児

で２３名、５歳児２８名の合計６７名の方が私的契約児として保育園のほうを利用されました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 この６７名というのは、利用者全体の何％ぐらい占めているんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 昨年度ですと、大体園児数が１千６４１名になりますので、そのうち延べ６７名でいきますと、

約４％ぐらいの方が私的の方で利用されているというふうな計算式になるかと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 これは少ないと見てよろしいんでしょうかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 
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健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 本来の趣旨からいいますと、保育園というのは、保育を必要とする方が入所していただくとこ

ろでありまして、そっちのほうで定員に余裕があれば私的契約児というところで、今、保育料の

最高額を納めていただく方で利用をしていただいておりますが、今後につきましては、しっかり

と幼児教育、保育の無償化等が始まってまいりますので、この私的契約児の利用の方につきまし

ては、保育園の利用の趣旨につきまして、しっかりと今後説明をさせていただきたいなというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 入園されてて、途中で離職・退職などされて私的に切り替えるという方は結構みえますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 私どもでありますと、保育を必要とするかということを年に２回ほど就労証明のほうを提出し

ていただいております。その中で、私どもの保育ですと、月６０時間以上、働いてみえないとい

うのか、保育をかけないと入所ができない基準になっておりますので、そういう短い方につきま

しては私的契約児に移っていただくということがありますが、今のところ、３歳以上の方が利用

されておりますので、実際のところ私的に変わられたということで退所していただいた実績はご

ざいません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ２節児童福祉費負担金のところで不納欠損が出ておりますけれども、これの中身をまずお聞か

せください。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 
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健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 昨年度、不納欠損をさせていただきましたのは、１８年度から２９年度までになりますが、そ

の間のところで納めることができないということで、５年を経過した方につきまして不納欠損さ

せていただきました。 

 件数につきましては、１２件でありました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 １８年から２９年ということで１２件、在園者の保護者と卒園者、この割合みたいなのはどん

な感じですか。在園者はどれだけあったのか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 １２件のうち全てが卒園された方ばかりになります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、言われましたけど、そうすると、消滅事項で５年で成立したものが６５万２千５００円と

いう理解でよろしいですね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 わかりました。 

 続いてですけれども、２目民生費使用料の２節児童福祉使用料の先ほどから出てますが、私的

契約児の保育料についてお聞きします。 

 この私的契約児３歳から５歳児において、定員の余裕のある一部の園で受け入れを行っていく、

これが基本だと思うわけですけれども、先ほども言われておりますが、就労などによって両親が

家庭で保育できない環境以外の方を私的契約児として受け入れてるわけですけれども、平成３０

年度はどこの保育所で何名入所されたか、その辺、もう一度お聞かせください。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 各園別になりますが、順番にお伝えさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 芳野保育園で３名、本町で１０名、一場で２名、花水木で６名、新清洲で７名、朝日で２名、

須ケ口で１０名、土器野で１名、桃栄で１２名、星の宮で５名、中之切で５名、ネギヤで４名の

方になります。合計６７名になりますが、こちらにつきましては延べになっておりますので、１

年間ということではございません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 私的契約児は児童福祉法上、保育園の利用者としてはカウントされんということになっておっ

たと思うんですけれども、そこでお聞きしますが、幼稚園は学校教育法ですか。それから、保育

園は児童福祉法に位置づけられているわけですけれども、私的契約児は法的に、さっきもカウン

トされないからカバーされないということなんですが、実際には保育士の配置基準を満たして、

しっかり保育がなされているかどうかというところが大きな問題になってくると思うんですよ。

その上で、無償化になった場合、この問題がどうなるかということが１つは心配があるわけです

が、その辺はどういうふうに考えられますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 
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 私的契約児につきましては、この人数につきましては、私どもとしては、委員が言われました

ように、３歳児でしたら児童の２０人に対して保育士が１人とか、４、５歳児で３０人に１人と

いうことになっておりますので、その中の数に私的の方も当然入れさせていただいている形にな

っておりますので、最低基準的には問題ないかと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、人数的に、基準的に問題ないと。そうすると、幼児教育が無償になった場合、１

つは、私的契約児も無償化の範囲に含めるのなら、市が独自に負担していくということになるん

ですけど、そういう理解になるんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今の幼児教育無償化のお話がありましたが、私的契約児につきましては、無償化の対象にはな

りません。 

 私どもとしましては、今までどおり、利用されたということで、保育料のほうは徴収をさせて

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 １６、１７ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、１８、１９ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ２０、２１ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 ２０ページのところで国庫支出金、１項国庫負担金の１目民生費国庫負担金、３節生活保護費

の負担金のところについてお聞きします。 

 これまで５年に一度のペースで見直しがされてきた生活保護費であります。３０年１０月から

の減額で、３年かけてじわじわと減らしていくものですけれども、減額されるのは生活保護費の

中の生活扶助と呼ばれる部分であります。いわゆる生活に当たる項目で、食費とか光熱費、通信

費と言われているわけですが、生活保護の基準は憲法２５条が保障する健康で文化的な最低限度

の生活を具体化したものであります。この生活保護の算定には水準の均衡方式というのが使われ

ていて、今回は全国で受給世帯の６７％が減額対象になると。母子世帯などで増額のケースが一

部ありますけれども、６５歳以上の単身世帯では減額対象、これはさらに７６％を上回ると言わ

れていましたけれども、この３０年度、本市の実態がどういうふうだったのかということをお伺

いしたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島でございます。 

 先ほど加藤委員が言われたとおり、全国的には生活保護基準が下がったというところで、６

０％を超える方が生活保護費の減額対象というような報道等もありますが、一部母子世帯等々、

あと児童がいる家庭等につきましては保護基準の見直し等々もございまして、清須市トータルと

しましては、ほぼ前年と同額というような形になります。 

 確かに、保護基準が下がった方もみえるんですが、３年間の緩和措置等々もありまして、毎月

の減額につきましても、月最高でも１千円程度というふうに理解しております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 増えたのと減ったので同額ということでありますが、最高で１千円ということでありますが、

もともと支給されとる額が少ないもんですから、されど１千円なんですよね。 

 生活保護費というのは、最低賃金や各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準とか就

学援助などの制度と連動しているわけです。その引き下げというのは、生活保護を利用してない、
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こういった世帯の方々にも生活水準を引き下げることになるということでありますので、しっか

り市民の生活実態も把握しながら、この職務に取り組んでいただきたいということはお願いして

おきます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、２０、２１ページございません。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、次へ行きます。 

 ２２、２３ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ２４、２５ページ、いいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ２６、２７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 続きまして、２８、２９ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 では、次、３０、３１ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 １９款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入の備考欄の災害援護資金貸付金収入、

これについてまず中身をお伺いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 



－19－ 

 こちらの災害援護資金の貸付金収入につきましては、平成１２年の東海豪雨の際に被災された

方に対して災害援護資金を貸し付けたものになります。それの償還がまだ終わってない方がおみ

えになりますので、その方々からの返済がこれに当たります。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 東海豪雨ということで、災害によって世帯主の負傷とか家具、その他住居の損害を受けた世帯

の方々に生活の立て直しに資するということで貸し付けられたものということでありますが、そ

の他の収入未済額のところで額があって、その中のこれだけがということでありますが、財源は

国が３分の２、都道府県が３分の１負担していると。市町村は都道府県へ貸付金の償還を行うと

いうものの中身でしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 委員の言われるとおりでございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 この後に条例の改正も出てくるわけですけれども、東海豪雨というとかなり年月が経過してお

るわけですけれども、今、残っているというのは、回収困難な債権が多いということで理解した

ほうがいいんでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 今現在、返還のほうがまだお済みでない方につきましては、２１件、返還のほうが滞っている

方がおみえになります。そのうちの半数１０件ほどにつきましては、少しずつではありますが、

お返しいただいているという方がみえるんですけども、残りの１１件につきましては、ここ１年、

２年、支払いが滞っている方もみえるというような状況でございます。 
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 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 わかりました。 

 １９款諸収入、４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入の２節児童福祉費受託事業収入の

広域入所保育の事業収入について先ほども出ておりましたが、成果報告の１１４ページに載って

いますが、まず、これで間違いないですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 成果報告の部分とは内容が異なりまして、成果報告につきましては、こっちのほうは清須市の

市民の方がそちらを利用された場合の給付費を支払う形になりまして、歳入のほうにつきまして

はその反対になりまして、市外の方が市内の保育園を利用された部分となっております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ということは、先ほど出てましたが、市外の方が市内のほうを利用されたということで、この

場合、利用調整はされてやられておるんですよね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 こちらにつきましては、市町村間で契約等を結ばさせていただきまして、ただ、保護者の方が

直接行って申し込みされて急に利用されるというわけではなく、当然、まず住民票のある市町の

ほうに届けを出していただきまして、その後、市町のほうから御連絡があって、そっちのほうで

受け入れができるかどうかという調整をさせていただいて、広域入所のほうをさせていただいて

いるところでございます。 
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 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その際、広域入所、協定が締結されているのかどうか、これを伺います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 締結はさせていただいております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、その施設の利用枠に関する協定を締結しとるということでありますので、利用調

整の時期や実施方法や優先利用の考え方についてもいろいろその規定の中に明記されとるわけで

すね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 その中の細かいところにつきましては、済みません、今、手元にないのであれなんですが、実

際、今回、歳入のほうで広域入所を利用された方につきましては、約７名の方が利用されており

ます。あとは、実際のところ、清須市のところから転出をされて、年度末最後の数か月だけ利用

されたいとか、そういう方になっておりまして、そちらのところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 わかりました。非常にそういう方々にとっては、子どもの育ちという面では大事なことだと思

います。 
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 それで、そうなるとですね、もう１点気になるのは、子ども・子育て支援計画の位置づけとし

ては、こういったものというのはどういうふうになって考えておったらいいのか、位置づけはき

ちっとされとるのかどうなのかというとこだけお聞きしときます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子ども・子育て支援計画の中には、ニーズ量でどれだけというところがありますので、当然こ

この中ですね、緊急にというところにつきましては、そのときの状況があるかと思っております

ので、そのときのところである程度対応させていただけたらなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 子どもの育ちにとって重要なことの場合もあるのもよくわかりますし、今、非常に子育て環境

ですね、定員枠というのはいっぱいになってきとるということもありますので、位置づけの問題

ですけれども、他市との関係も出てきますので、その辺はどう位置づけるかというところは一度

御検討いただきたいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ３０、３１ページ、他、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、次に行きます。 

 ３２、３３ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 生活保護費の返還金のところで額がついておりますが、生活保護法の第６３条の返還金と７８

条には徴収金があるわけですが、この返還内容についてはどういうふうになっておるのかお聞き

します。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 平成３０年度の返還金につきまして、６３条の返還分につきましては、過年度分も含みまして

１３１件の６７０万円ほど、７８条のほうの徴収金につきましては、１１２件の２１０万円程度

という形で返還徴収のほうをしております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 これは非常に御苦労されとると思うんですよね。この数年の状況を見て、返還金、６３条と７

８条があるわけですけども、一定推移というのは変わらんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 ６３条と７８条の割合については、さほど大きな変化はないというふうに認識しております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 清須の場合は、国の定めた標準数に対する充足率に合致した人数で取り組まれておると思うわ

けですけれども、福祉の教育訓練を受けたケースワーカーの皆さんがしっかり頑張ってみえると

思いますが、さらに、この返還金の中身についてもいろいろ６３条、７８条といろいろ違いあり

ますので、しっかり頑張って取り組んでいただきたいということをお願いしときます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、３２、３３ページ。 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 
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 山内です。 

 ３３ページの一番下の同じく返還金なんですけど、児童扶養手当等返還金についての理由

というのをお教え願います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 児童扶養手当等の返還金の内容につきましては、過年度分の所得更正をされた方が児童扶養手

当のほうを受けられた後に所得制限を超えたということで返還が発生したということによるもの

でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、３２、３３ページございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 次、３４、３５ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、歳出に参ります。 

 ５２、５３ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 まず、民生費の１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の平和祈念式典ですね。先般もお話しさ

せていただいて、いろいろやっていただいたこともありますので、評価しておりますけれども、

１つ気がついたことなんですけど、年々、遺族会の方々の参加が減っておって、登壇する場合の

階段の手すりがないんですよね。それで、見ておっても非常に心配な感じがあるわけですけれど

も、そのやり方について、先日も敬老会があったんですが、春日のところに手すりがあるわけで

すけど、その辺については何かお気づきになって改善されていくようなお考えはありますかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 
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 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 遺族会の方も高齢化が進んでいて、なかなか参加のほうも難しくなってきているような状況で

あるということは遺族会のほうからもお聞きしております。我々のほうも、できる限り多くの方

に平和を祈念するという意味合いもございまして、なるべく多くの方に御出席を賜りたいところ

でございます。 

 カルチバの階段のところにつきましては、設備については手すりがないものですから、そこの

ところについては、サイドの壁伝いに上がっていただくというようなことも検討はしているんで

すけども、春日の公民館に比べて手狭というところもあって、なかなか動線がうまくとれないよ

うな状況もございますので、また、手すり等々につきましては今後の検討課題とさせていただき

たいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 よろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 続いて、５２、５３ページございませんでしょうか。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 同じく、そこで社会福祉協議会費のところでお聞きします。 

 平成２８年度の社会福祉法等の一部を改正する法律に基づいて、福祉のサービスの供給体制の

整備及び充実を図るため、社会福祉法人等について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透

明性の向上等の改革、これがさらには介護人材の確保を推進するための措置等の見直しの検証、

これが全国的に進められてきたと思うわけですけれども、本市の場合どうなっているのかという

ことをお聞きします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 
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 社会福祉法の改正によりまして、社会福祉法人に対する、先ほど言われたような経営ガバナン

スの強化というものがうたわれておりまして、これまで一般の社会福祉法人に関しては税法上の

優遇措置等々があって、法人の役員の関係者等々が身内の方で占められるですとか、税法上の優

遇を受けたものを私的にという言い方はおかしいんですけれども、社会福祉法人以上の余剰金

等々が発生した場合の費用の使い方については、しっかりと地域に還元するようにというような

ところもございます。 

 社会福祉法人の理事会等々につきましても、役員の選任方法なんかをしっかりと第三者的に見

ても公正公明であるようにというような形で改正のほうが行われました。 

 清須市の社会福祉協議会につきましては、理事及び評議員につきましては我々市のほうからも

参画しておりますし、市民の代表の方等々もしっかりと社協の牽引について緩衝してるというよ

うなところもございますので、今回の改正に伴って大きく組織を変えるというようなことですと

か、あとは経営の孤立化等々について方針を変えるというようなことはなく、これまでの社会福

祉協議会としての地域での進め方につきましては大きく変わってないというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今いろいろ御説明いただいたわけです。例えば、１点お話しすると、現況報告書については役

員区分ごとの報酬総額を追加した上で閲覧公表対象とすることが法令上、明記されたわけです。

そして、国民が情報を入手しやすいようにホームページを活用して公表となったわけです。しか

し、私、どんだけ見ても、そこのところが出てこなかったような気がします。そのことだけは指

摘しておきます。 

 それから、もう１点、社協の発展強化計画を見ると、課題の中で改正社会福祉法人法により財

務状況はワンネットにより公表されているけれども、市民に対し事業の成果や財務状況をわかり

すい方法で説明ができていない、こう書かれていたわけです、社協さん自身の中でですね。この

ことについては、市としてはどういうふうにお考えか伺いたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 
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社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社協の財務というところ、会費等々も集めて、それをどういうふうに活用しているかというと

ころは、社協さんは社協さんのほうのホームページですとか、てとてというような広報紙を使っ

て市民の方に広く周知は行っているところではありますが、そこの経営というところについて市

民の皆さんが関心をなかなか持っていただけないというようなところもあって、そのような評価

につながったのではないかというふうに理解をしております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 例えば、３０年度は高齢者の地域での自立した日常生活を支援して、要介護状態にならないよ

うに予防するための生活支援体制整備事業が市からの受託事業として行われたんですけれども、

例えば、それがどうだったのか、中身も含めて伺いたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 地域支援につきまして高齢者部分では、地域包括支援センターで実施している状況がございま

して、そちらのほうの御質問ということでよろしかったですか。地域包括の活動ということで。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 生活支援体制整備事業が市からの受託事業として行われとるということですね。そこのところ

でお伺いしたい。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 地域包括支援センターでは総合相談事業等を実施しておりますけれども、各地域に出向いての

地域への支援をしているというような。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 質問の方向を変えます。 

 この決算において５千６８２万３千円という金額を見て我々がどう判断していくかというとこ

ろになるわけですけれども、社会福祉協議会の事業計画と資料を見せていただくと、「補助金や

委託金に左右される財政状況、介護保険事業や障害福祉サービス事業の制度改正等による経営悪

化、職員の年齢構成や人材育成などの課題についてさらなる議論が必要である」、こう課題を社

協さんのほうが明記されていたわけです。 

 また、３１年度は補助金・委託金とも大幅な増額が認められたわけであります。この補助金の

額についてどういうふうに考えられているのかということを角度を変えて質問します。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉協議会の運営費補助金につきましては、先ほど言われたとおり、社協の職員の年齢構

成ですとか、経験年数等々を踏まえた形のものの職員の人件費に当たるものにつきましては、社

協が健全な運営をできるようにというような形で、市としては全力でサポートできるような形を

考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その辺も含めて、３１年度は大幅な増額が認められたということは社協さんのところで書かれ

ておりましたので、特に運営基金を経常経費のために取り崩さないということも言われておりま

すので、持続可能な事業運営体制を構築していくために全力でサポートしていくということを言

われたわけです。 

 現場で社協さんがいろいろな形で頑張っておられるのはよくわかりますけど、なかなかその中

身とか実態がわからんと我々も予算で削れじゃなくて、足らんかったら増やせということを言わ

ないかんと思いますので、その辺のところはしっかりチェックしながら協議していただきたいと
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いうことを言っておきます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ５２、５３ページ、いいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、次に行きます。 

 ５４、５５ページ。 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 冨田でございます。 

 先日、敬老会の開催ですけど、大変御苦労さまでした。 

 今回、来賓の方が大分減っておられたということを聞いていますけど、どういうふうにな

っていますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 現在、敬老会につきましては対象者が年々増えている状況がございまして、席数のほうを確保

するために高齢者の方々によりかかわりの深い来賓の方の席を準備させていただきました。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 具体的にどういう方が御遠慮いただいたんですか。  

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 市政推進委員さんとか農業委員さん、監査委員さん、選挙管理委員さん、公平委員さん、固定

資産評価委員さんの席を減らさせていただいたという状況がございます。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 今もおっしゃられたとおり、今後、後期高齢者の方はかなり増えてくると思うんですけど、

一部に議員のほうも福祉委員会の出席だけでどうだとか、２回に分けてどうだとか、そうい

う話も出てたんですけど、その点について、今後どうされていきますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 今の御意見を賜りまして、また課のほうで検討のほうをさせていただきたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 どうしても１つ言い忘れたので、５３ページのところに絡んでくるんですけど、申しわけござ

いません。 

 ここの社会福祉総務費の介護保険特別会計繰出金のところにかかわってくる問題で、「包括支

援センターに総合相談の窓口を設置することにより、介護保険、介護予防サービスに関する多種

多様化する相談や住民ニーズに対応することができる」、こう清須市の文章にも書かれていたわ

けですけれども、その地域に暮らしている高齢者に困ったことが起きたときに、そこに相談すれ

ば地域のネットワークを駆使して解決してもらえるというのが私は地域包括センターの存在意義

だと思うわけです。 

 日常生活圏に１つが望ましい、これは何回も言わせていただいておるわけですから、日常生活

圏というのは高齢者にとって清須は１つでいいのかというところをもう一度お聞きします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 日常生活圏域につきましては、来年度第８期介護保険計画が策定予定になっておりますので、

そちらのほうで検討していきたいというふうに思っております。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今のうれしい回答で、前向きな検討だろうなというところは私自身はとらえさせていただくわ

けですけれども、相談件数はですね、１つの指標ですけども、これを見ると６千件で横並びとな

っているわけですけれども、指定介護予防事業の業務が私は中心になっているのではないかと思

うわけですが、その辺、何かつかんでみえたらお聞かせいただきたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 誤解があるとあれですので、日常生活圏域については旧町単位で見ていくということが検討が

必要というふうに思っておりますけれども、包括支援センターのあり方については、結果を踏ま

えて考えていきたいというふうにつけ加えさせていただきます。 

 今、包括の対応をしていただいている事業としましては、生活圏での相談対応も分析していた

だいておりますけれども、年々増えている状況がございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 年々増えておるということが、今、言われました。ぜひ、その１つでいいのかというところで

は、来年度に向けて検討していくということでありますが、地域にいる一人暮らし高齢者や成年

後見制度や認知症の高齢者で保護され、居所や名前がわからない方などの生活支援、相談は地域

福祉の基本だと思うんです。最近もよく放送をかけられて行方不明の捜索がされておるわけです

けれども、こうした地域ケアに係る行政側の整備体制が行わなければ、地域包括支援センターに

地域支援を委託しただけでは効果は生まない、こう言われているわけですし、私もそのとおりだ

と思います。 

 地域で信頼される地域ケアの仕組みをつくるには、厚生労働省が示すとおり、高齢者の人口６

千人が妥当なラインと言われていますけれども、包括的な支援とは、介護予防プランや生活支援

を含めた地域の高齢者の総合相談や支援であります。まず、清須の高齢者の数ですね、今、幾つ
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ですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 ３１年４月現在になりますけども、６５歳以上が１万６千１１２名になっております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 となると、高齢者人口６千人が妥当なラインという、さらに言い方を変えると、中学校区で１

つということですので、最低でも私は２つは必要かなと思っておるわけであります。 

 今、相談件数も伸び率は多いと言われました。せんだっての他の議員の質問の中でも、福祉部

長が、これは介護保険料とも連動していくのでという回答がありました。確かに財政問題ですね、

地域包括支援センターは地域支援事業であるため、財源は介護保険や国や都道府県、さらには市

町村で応分の負担をする制度であると。 

 介護保険法施行令の第３７条の２では、各年度の介護給付等に要する給付の予想額に対して

３％の上限が設定されている、こういったことを要約されて福祉部長のほうが言われたわけです

けれども、地域包括支援センターは何をすべきかを問えば、地域に生活する何らかの支援を必要

とする高齢者の総合的な相談支援であります。今すぐにできないならば地域包括支援センターに

つなぐための窓口、これを設けることは可能だということでありますので、その設置については

私はぜひ行ったほうがいいと思うんですが、その辺はどう考えられてますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 日常生活圏域について分析していく中で、地域包括支援センターのあり方を検討したいという

ふうに思っております。 

 窓口設置につきましてはいろいろな方法が、ブランチだとかのように相談窓口だけを置いて相

談を包括支援センターにつなぐというやり方もございますし、そちらについても第８期の介護保

険計画策定の際に検討していきたいというふうに思っております。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 明るい検討課題がいろいろあって、前向きにやっていただけると私自身はそんな予感がしてお

りますので、ぜひお願いしたいと。 

 福祉部長も財政の問題を言われましたけれども、第８期に向けてよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ここで休憩に入ります。 

 ５５分まで休憩とさせていただきます。 

（ 時に午前１０時４３分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時５５分 再開 ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 休憩前に続きまして、委員会を再開いたします。 

 ５４ページ、５５ページになりますが、質問のある方、よろしいでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 今の同僚議員の質問の続きになると思うんですけど、先ほど課長のほうが、日常生活圏域

は旧町だということを言われたんですけど、日常生活圏域が４地区ということになれば、当

然、４地区のサポートセンター、地域包括支援センターが必要かと思うんですが、近隣を見

ましても、１か所でずっとやってきたのはうちだけですよね。今度の見直しで４か所にされ

るというのを検討していくということだと理解したんですけど、現時点で１か所でやれる裏

づけは何ですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 当局、部長答弁。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 先ほど課長の答弁の中で日常生活圏域が旧町単位という話をさせていただきましたけれども、
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恐らくその真意としましては、国が中学校区１校がベストですよというような話を受けて４つと

いう言葉が出たんですけれども、今、伊藤委員が言われたように、日常生活圏域についても１か

所、そして包括支援センターについても１か所でやっております。こちらのほうがなぜかという

ような御質問だと思いますけれども、こちらのほうにつきましては、一般質問のときにも答弁の

ほうを若干させていただきましたけれども、こちらの介護保険のこういった運営につきましては、

各介護保険計画の中でやってきております。今ですと、まさに第７期の介護保険計画の中で運用

しております。そちらのほうにつきましては、第７期の検討の中で清須市の方向性を示して今、

来ておるわけです。 

 今後、８期の計画を検討する上において、まさに一般質問でもありましたように、国が言って

おる日常生活圏域、また話の中では圏域イコール包括の数だというような話もございます。ただ、

そういったことを踏まえて、今の清須市の現状を精査した上で、清須市にとって何が一番ベスト

なのかという方向性を示していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 担当課長のほうからはありませんか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 誤解を招くような発言になってしまいますけれども、日常生活圏域といいますか、中学校区の

実態調査、８期の計画を実施していく際に、各中学校区での実態調査をして、圏域についても検

討していく必要性があるかなというふうに思っておりまして、検討していく際の分析は旧町の単

位で分析していきたいというふうに考えております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 ８期の見直しの中で今年度中にまとめるのか、来年度１年かけて結論を出していかないか

んと思うんですけど、その中で、今、先進地て言っていいのかな。常識になっていると思う



－35－ 

んですけど、先進地までもいかずにね、近隣は次から次に新しく、新しいといっても国が数

年前に出した方針に沿ったことをされてるということで、地域包括支援センターも直営型が

望ましい。直営型の必要があるということが検証されてきたわけですよね。その中において、

ここ数年前からは、基幹型の地域包括支援センターが必要だということになりますと、今、

社協に一括でお願いしても複数できるんでいいんですけど、その辺についてはどのようなお

考えをお持ちなのかお聞かせ願えます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 河口部長。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 今まさに伊藤委員が言われたように、個数だけではなく、そのやり方についてもいろいろな選

択肢があるというのは我々としても把握のほうをしております。そのやり方につきましても含め

た上で、今度８期計画の中で検討は進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、５４、５５ページよろしいでしょうか。 

 加藤委員、どうぞ。 

加藤 光則委員 

 ５４ページの２目障害者福祉費についてお聞きしたいと思います。 

 この中を見ると不用額が多くあるわけですけれども、まず、その要因についてお聞きします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 ２目障害者福祉費の不用額なんですけれども、これにつきましては、障害者の総合支援給付費

等々で多く見込んでいたものが、想定よりもサービスを受けられる方が少なかったというような

要因もございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 古いですけど、平成２９年４月１日現在を見ると、障がいのある人の全体の人数、これは３千

人ということで、約４％増えてきていると思うわけですけれども、障害者基本計画第５期が平成

３０年度に出されていますが、障害者総合支援法と児童福祉法の一部が２０１６年に改正された

わけであります。改正された部分が３０年度の４月から施行されて、障がい者と障がい児が地域

において、より自分の望む生活ができることを目指していたわけですけれども、本市においては

障害者福祉計画とかかわってきていると思うわけですけれども、地域生活支援の取り組みについ

てはどういうふうに行われているのか伺いたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 障がいのある方が自分の住みなれた地域で住み続けるために、在宅においてそういったサービ

スを受けるようなサービスも増えております。また、自宅から作業所等々に通院したりですとか、

社会に参加するために同行援護等々のヘルプサービス、そういったものもございます。 

 また、障がい児の方につきましては、早い段階から社会生活を身につけるために、一昔二昔前

までは社会参加、社会進出というものをためらわれていたような家庭もあったかと思いますが、

そういったことではなく、地域で障がいのある方ない方にかかわらず広く受け入れるというよう

な土壌も生まれてきておりますので、積極的に社会参加をする機会を提供する事業所も増えてき

たというふうに認識しております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 本当に地域において、より自分の望む生活ができることを目指すということで法改正もされて

福祉計画もつくられたわけであります。何より大事なのは、困ったらすぐ相談できる環境整備の

ことだと思うわけです。しかし、これだけ不用額があるとどうなっておるのかなと思うわけです。 

 成果報告書の８１ページに基幹相談支援センター２千４００万円となっております。前年度か

ら見ると、たしか８００万円が減額になっておると思うわけですけれども、その辺はどういうふ

うに見たらいいんでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 
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 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 基幹相談支援センターの業務につきましては、今、障がいのサービスを受けたい方等々がまず

利用するに当たり、そのセンターの職員のほうがヒアリング等々を行って、その方が望まれるサ

ービスと提供できるサービスのつなぎ役というような形ですとか、心配事・相談事等をこのセン

ターの職員が受けるような体制をとっております。その中で、職員の人件費等々につきまして精

査をして、平成３０年度につきましては２千４００万円という委託料に決めております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そこで聞きたいわけで、前年度と比べると減額になっているもんですから、委託料ということ

を言われたんですが、その辺はどういうふうに見たらいいんでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 先ほども社会福祉協議会のお話がありましたが、職員の適正化等々も踏まえて、持続可能な経

営をしていくために、社会福祉協議会の補助金等々も総合的に勘案しまして、この基幹相談支援

センターにつきましては減額したという次第でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 １つは、障がい者の皆さんが困ったらすぐ相談できる環境整備、これは非常に私は大事なとこ

ろだと思うわけです。持続可能云々と言われて、補助金を減額したということであります。しか

し、相談できる体制がないと、いろんな施策にたどり着けんわけです。ここが障がい者の皆さん

の入り口になると思うんですよ。ですから、これだけ不用額が出ておるなら、もっとその辺が十

分やられてもよかったんじゃないかなと思うわけですけれども、この基幹相談支援センターにお

いて、本市における相談支援機能が適正かつスムーズに実施されるよう、専門的なスキルを有す

る職員の配置が求められているわけですけれども、その辺については、こちらでチェックされて
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対応されておるのかどうかということを再度お聞きします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 基幹相談支援センターの職員の資格要件としまして、地域の相談支援の拠点として総合的な相

談業務及び成年後見制度等々を実施するために必要な役割を果たすことができるものがふさわし

いというところで、相談支援専門員ですとか社会福祉士・精神保健福祉士等々の資格を持った方

がこの職員の要件という形で、そういった方がふさわしいという形で出ております。 

 平成３０年度現在の基幹相談支援センターの職員が正規で４名おりまして、４名とも相談支援

専門員の資格は有しております。 

 また、社会福祉士ですとか専門的な知識を持った職員が当たって、障がいのある方の生活をサ

ポートしているというような体制をとっていることは確認しております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今お聞きしたいんですが、これは社協さんにお願いして、その社協さんの中で福祉支援課の中

の障がい者サポートセンター清須というところが当てはまるということですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 お見込みのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、令和元年６月１日現在の組織図を見ると、障がい者サポートセンター清須の正規

が５人ということになっておったんですが、今、言われたここの基幹相談支援センターに当たる

ところは４名だということでしたけれども、その辺はどういうふうに見たらいいんでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 
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 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 課長職がおりますので、課長職がサポートセンターの専任の職員ではないというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 わかりました。 

 本当にここが困ったらすぐ相談できる大事な入り口になると思いますので、配置されとる人数

で本当に対応できるのかどうかということも含めて検証いただいて、これだけ不用額があるなら

私は人数を減らさんでもいいという気もしますので、お願いしときます。 

 委員長、５４ページいいですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 どうぞ。 

加藤 光則委員 

 ３目高齢者福祉費についてお聞きします。そこの特別養護老人ホームの建設費助成費について

お聞きします。 

 清須市民の待機者、前にお聞きしたとき、１月１日現在で１１７名が要介護３から５の方、そ

れから西春日井福祉会全体では、要介護３から５までは３００名ということが御答弁されました。

そのうち３９％ということも言われました。要介護１、２の待機者ですけれども、西春日井福祉

会では６９名、本市においては要介護１が１２名、要介護２が２３名、合わせて３５名だと言わ

れたわけですけれども、今、特養の建設が行われるということで、第６特養のことがお聞きした

いわけですが、今、状況的にはどういうふうになっているんでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 現在、北名古屋市のほうに建設予定となっておりまして、現在、愛知県の補助金のヒアリング
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が終了している状況でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、建設費に関しては県のほうから、開設準備ということで補助がある予定だと、補

助がもらえるんだという認識でいいですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 わかりました。 

 続けて、ここの高齢者福祉費、ここに凝縮されていろんなものが入っておると思うわけですけ

れども、例えば、セーフティネット対策費とか高齢者コミュニケーション費とかいろいろお聞き

したいわけですけれども、まず１つは、高齢者のコミュニケーション費についてお聞きします。 

 これは無料入浴事業だと思うわけですけれども、２か所が１か所になったわけですね。利用状

況もいろいろあると思いますけれども、その辺についてはどういうふうに今お考えでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 現在、入浴券の交付者数は２１０名と減っておりますけれど、延べ利用者数のほうは３千６９

４名と増加している状況がございまして、そちらの公衆浴場でのコミュニケーションを図ってみ

える方が増加している状況がございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 前に聞いたときは平成２９年度が２８８名で、そのとき男女ほぼ同数なんですけども、西枇杷



－41－ 

島地区の方が５６％、新川の方が３６％、こういう利用状況だと言われました。１か所が閉まっ

たということですけれども、この辺については、さらに利用が広がっとるということもあわせて

どういうふうに考えられとるんですか、今の決算を見て。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 利用状況につきましては、横ばいの状況でありまして、西枇杷島と新川の方が多く利用してい

る状況がございます。清洲のほうでは総合福祉センターで公衆浴場がございますが、西枇のほう

には現在ない状況ですので、また利用状況を詳しく精査しながら検討していきたいというふうに

思っております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 何が言いたいかというと、その２か所あって、これで１か所が閉まったと。しかし、２９年度

を見ても西枇地区の方が５６％、新川の方も３６％という御答弁を前にいただいたんですけれど

も、西枇のほうにあるところが閉まったわけですよね。さらに延べ人数だと増えとるという答弁

もあったんですよ。だったらどうしていくかというところなんですけれども、前に他の議員が質

問されたんですが、例えば、西枇の福祉センターの２階に入浴施設があるんだけれども、今は故

障して使われていないと。現在は災害時の備品や備蓄品の保管場所になっとると。だから、児童

館が出た後のことを考えると、ここも再開できるような可能性があるわけですけれども、今、１

か所開いてるところと近いからどうかということもあろうかと思いますし、いろんなことを考え

ないかんわけですけれども、延べでいくと利用者は増えとると。しかし、１か所が閉まったと。

この効果についても非常に評価できるものであるというところで、あちらの地域の人たちがどう

していくかというところについては、今後のことについてはまだ検討されてないんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 西枇の福祉センターにつきましては、地区４０年経過しておりまして、改築にも大変費用がか



－42－ 

かる状況がございます。改修は難しい状況がございますので、そちらのほうも踏まえまして、ま

た検討していくことになるかと思います。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 もう一言言っておきます。今、一人暮らしの高齢者とかが増えてくる。さらに高齢者世帯も増

えてきて年金も減ってくる中で、非常に生活が大変だというお話を聞くわけです。そうすると、

こういう施設を利用してお風呂を利用されるというお話を聞くんですよね。近くにあったら利用

したいと。さらにはそういうところへ行っていろんな人とお話しして、そういう中で活力にして

いくという意味でも、私は非常に老人の無料入浴チケットというのは本当に大きな役目を果たし

ておると思うんです。そのうちの１か所が閉まったということですので、清須全体の地域のバラ

ンスとか考えていただく中で、本当にこの事業をどう見ていくかということにおいて検討を地域

ごとにそれぞれの方々に、下がってはいかんし、こういう今まで行けてた人が歩いて近くにない

と行きにくいわけですので、ぜひ考えていただきたいということを言っておきます。 

 それから、このほかにも高齢者の見守りとか地域の支え合いの事業、推進事業はいっぱいある

わけですけれども、個々に利用状況については、まだ３０年度については見当たらないわけです

けれども、どういった状況になるか、ざっと報告いただきたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢者の在宅支援事業のうちの高齢者セーフティネット対策からでよろしいでしょうか。 

加藤 光則委員 

 いろいろあると思いますが、お願いします。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 セーフティネット事業では、緊急通報システム事業を実施しておりまして、そちらのほうで利

用者のほうは２３７名ございます。 

 システムのほうを使われて通報された方が１０８名ございまして、その中で救急搬送や相談で

利用されてる方がございます。 
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 配食事業サービスにつきましては減っておりますけれども、利用者が増えてるということで、

見守りのほうに結びついているというふうに考えております。 

 コミュニケーション費につきましては、先ほどの内容でございます。 

 高齢者虐待予防事業につきましては、地域ケア会議などを開きまして、虐待の連絡がございま

したときに対応をさせていただいております。 

 在宅医療連携推進費につきましては、レインボーネットのほうを活用して地域の社会資源の情

報共有を実施しております。 

 実施状況としましては、患者・医療機関・介護事業所などの施設、医師、介護支援専門員など

の方に登録していただいておりまして、登録者数は２４１件となっております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今いろいろ言われたんですけれども、年度ごとに福祉計画や何かの古いものは数等はいろいろ

把握はのるんですけど、３０年度はいろいろのってなかったもんですから、あえてお聞きしたわ

けですけれども、そのほか徘回高齢者の捜索メール配信事業とか一人暮らしの登録、医療情報キ

ットとか介護用品のおむつの支給事業とか、いろいろあるわけですけれども、こういった事業は

まさに高齢者の見守り、地域の支え合いの推進事業だと思うわけですけれども、その利用状況を

見てどういうふうにお考えなのかなということをお聞きしたわけです。まさに地域ケアの問題な

んですけれども。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 利用者の状況は増加しているもの、減っているものがございますけれども、適切な方に適切に

サービスのほうを提供できるように支援しているというふうに認識しております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 その辺が大事だと思いますので、せっかくある制度が多くの皆さんに知らされて利用されてい

るのか、知らなかったということがないように適切に制度利用されるようにお願いしておきたい

と思います。 

 もう１か所いいですか。 

 後期高齢者健診費についてお聞きします。 

 後期高齢者の健診費、成果報告の１００ページ、ここに当たるかと思うわけですけれども、

「健康診査を実施することによって生活習慣病を早期に発見して、重症化の予防を図る」、こう

書かれているわけであります。前年度と比べて２千６２６人から２千５６６人ですか。３０年度

から歯医者さんが実施されたということでありますけれども、健康健診のほうでみると、若干で

すが、減っていると思うわけですけれども、７５歳以上の人口が８千１４９人からしても、私は

この健診されておる人数というのはどういうふうに受けとめられておるのかということをお聞き

します。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。 

 後期高齢者健康診査は、基本的に個別健診ということで、かかりつけのお医者さんでやるもの

でございまして、集団健診はございません。 

 それで、実際に病気を持っていらっしゃって、治療中の方については健診をあえて受けなくて

も、主治医に従って治療を続けてくださいというものを周知しております。知らなかった病気が

隠れていたり、健康改善のきっかけになればと思いまして、周知しております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 高齢者の生活機能をいろいろ見ると、７５歳以上は急速に低下していくということが言われて

おるわけです。生活習慣病を早期に発見して重症化の予防を図るために健康健診を実施し、健康

寿命の延伸をすることで、高齢者の皆さんが住みなれた家や地域で暮らし続けれるように支援し

ていく、このことがこの事業の目的であり、大事なことだと思うわけです。 
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 県内でも受診率が３割から６割と、後期高齢者の医療を見させていただくと非常に開きが見ら

れるんですよね。多いところは健康寿命が延びて、当然、医療費も少なくなっていくんじゃない

かと思うわけですけれども、いろんな地域のそういったところを研究されとると思いますけれど

も、そういった多いところを清須市と何が違うかということもぜひ一度研究していただいて、さ

らに個別というところの難しさはあると思うんですけれども、皆さんにお知らせしていただきた

いということをお願いしときます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他このページ、５４、５５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 なければ出尽くしているようですので、私のほうから質問をさせていただきます。 

 委員長の職を下堂薗副委員長にお願いをいたします。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 副委員長の下堂薗です。 

 これより、委員長の職に当たらせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、質疑を受けます。 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 飛永でございます。 

 今、このページ、高齢者のことと障がい者のこととありまして、高齢者に関しては地域包括ケ

アシステムをどうつくっていくかということが非常に課題になっておって、その中で、今、委員

の方からも日常生活圏域のお話がございました。これは厚労省のほうから出ている文言でいくと、

「日常生活圏域のとらえ方としては、小学校区、中学校区、また旧行政区を参考に地域特性を加

味して検討すべし」というように書いてございますけれども、これは今あったように、これから

高齢化が進んでいくに当たって、現状の状況では対応が結構これから大変になってくると思いま

すので、専門職の確保もありますし、いろんなことを先々手を打っていかないかんとは思うんで

すけども、我が市において小中学校区、また旧行政区を参考に地域特性を加味する場合、今の現

状の包括支援センターの設置から見て、この先どのような地域特性を加味しなければいけないか
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ということだけ御所見をお伺いしたいんですけども、部長、御答弁いただけますか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 地域特性を加味してということで、地域特性とは何ぞやという話になってきます。先ほど来か

らの答弁にございますように、今現在、旧の行政区を単位に実態はどうなんだろうということを

調査しております。当然そうした中で、例えば、個々の高齢化率ですとか、要介護・要支援の率

ですとか、そういったものも出てくると思います。それによって行政区ごとの地域特性というの

があらわれてくるのかなというふうに考えております。 

 そういった中で、日常生活圏域と地域包括支援センターをどのように配置していくのかという

のもまた議論していかなければいけないことですし、先ほどの御質問の中にもございましたよう

に方法論ですね、直営でやるのがいいのか、いろんな方策があります。その中で、当然、日常生

活圏域１個ずつというような話の中で、本当に地域包括支援センターを日常生活圏域１つずつに

置かなければいけないのか、相談窓口だけでいいのか、いろんな方法があると思います。 

 その中で、当然、金額のこともありますでしょうし、今、委員言われたようにスタッフの問題、

これは明日やるから明日からできるというものではありません。人材というのは育成して初めて

相談員になっていけれるというところもございますので、そういったところも含めた上で、清須

市としては何がいいのか、また、一番いい目指すべき姿をどこにおいて、準備期間をどうするの

かといったところも含めた上で８期のほうはスタートしていきたいというふうに考えております。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 今、部長がおっしゃられたとおりの部分がたくさんございます。こういった介護の業界のお仕

事に関しては、教科書を読んで、テストをやって仕事ができるということでなくて、人が人に触

れ合って、人のために行っていくというマインドとか、あともう１つは経験の共有というものが

非常に必要になってきます。そうすると、先手先手で人を確保して連携ができるように、各関係

者というものをつくり上げていかなきゃいけないと。その先に包括支援センターの窓口をどうす

るかとか、市民に対してどういった組織をつくり上げて対応していくかということがすごく大事

で、２０２５年に向けて今まで以上に加速度的に高齢者が増えていくという中で、しっかり８期
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に向けて、今、言われたような要素をしっかり議論していただいて、あるべき姿を導き出してい

ければと思います。 

 その中で、認知症の施策というのは切り離せない重要な施策になると思います。認知症対策の

基本法は施策推進基本法案といいますのは、今年の６月２２日に前回の国会の最終日近くに衆議

院から提出がされておりまして、多分、この秋以降、法令化してくるであろうと言われているも

ので、自治体の責務、役割が改めて明文化してくるであろうということであります。その中で、

現在は、行政は新オレンジプラン、認知症施策推進戦略という中で平成２７年に出まして、２９

年に改定をされて、７つの柱をもとに認知症の施策を進めていらっしゃる。この中で地域密着で

なきゃいけないとか、いろんな方の情報交換をしっかりやっていくとか、地域の方のお力をおか

りするとか、そういったことがずっと盛り込まれていて、これが法案化していくんじゃないのか

なと思っておるんです。 

 この中で１個だけ、済みません。 

 この中の認知症カフェの推進というのがあるんですけれども、現在、認知症カフェというのは、

清須市においてはどこに設置がされていて、どんな運用を誰が行っているかお答えいただけます

か。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 認知症カフェにつきましては、現在、ペガサス春日内と清洲の里のほうに認知症カフェがござ

いまして、五条川リハビリテーション病院内に認知症カフェがございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 今おっしゃられた３つのうち２つの存在は知っております。五条川リハビリテーションもある

ということ、ありがとうございました。 

 認知症カフェでなくて西春日井福祉会でやっていらっしゃるものは、認知症でなくて福祉カフ

ェという名前になっているはずなんですね。というのは、僕も１、２回お邪魔したことがあるん
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ですが、認知症カフェの目的というのは、１つ大事な目的は、地域のお悩みの方がそこに来て専

門員と話ができるとか、実際に認知症の方に接している方から聞いてアドバイスを受けれるとい

うのが大事なことなんです。 

 地域の方ですね、この２つの施設でやってらっしゃるものは、私が見る限り、どうしても施設

内の入所者の関係者が、家族の方もみえて、そこに地域のボランティアの方が入って、お互いに

交流を深めながら認知症に立ち向かっていこうという意見交換、情報交換をしているようにしか

僕には認識がないです。そうなると、本来のオレンジプランで言ってる認知症カフェの設置とい

うのはできているのかどうか甚だ疑問なんですね。私が今お話ししたことに関して御所見があれ

ばいただけますか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 認知症カフェにつきましては、ペガサス春日も清洲の里、五条川リハビリテーション病院につ

きましても、一般の方にも来所していただけるように周知はしているところでございますが、ま

だ啓発不足の部分があるんだというふうに認識いたしました。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 敷居が高いんですね。御存じの方はお邪魔したり、ボランティアで来ている人を知っている方

はお邪魔するんだけれども、本当に認知症の家族を持っている方が支援を求めている場合に、私

は何がしてほしいと言えないと思うんですね。そうすると、さっき言ったように、経験者に聞く

のが一番で、そういう場所にしなきゃいけない。そうすると、新川の方、西枇杷島の方はどうす

るんですか。ここでできているから市としてはいいと。圏域１個だからいいんだと。これからそ

ういうわけにはいかないでしょうし、今、言ったように法案化もされますし、そうすると、本来、

進めてなきゃいけなかった認知症カフェの状況がこれで進んでいるとはとても思えなくて、今後

のあり方とかを考えていただかなきゃいけないと思うんですけども、この運営はどこの市町にと

っても、ボランティアの方が入ったりとか、キャラバンメイトさん、オレンジリングをしてらし

て愛知県の研修を受けてなる立場の方が入ってやるということになっていて、多分そうなってく
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ると、本来は愛知県のほうから運営のことに関して予算が出たりとかするんじゃないですか。そ

こから見ると、清須市においては認知症の対策がこれで本当にできておるのかどうか疑問です。

これに関して、部長、いかがでしょうか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 今、飛永委員の御質問の中にございますように、福祉施策全般に言えることだと思いますけれ

ども、敷居が高いですとか、うちの答弁からもございましたように、周知が不足しておるという

のは認識はしております。いろんな周知をした上で敷居をいかに低くして、いろんな方にそうい

ったところに出向いていただいてコミュニケーションを図っていただくのかというのをよりやり

やすいようにやっていくというのが我々のほうがまた勉強していかなければいけないことだなと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 地域の方と日常の情報をしっかり交換できるとなると、今の包括支援の窓口１個体制というこ

とでは限界があると思います。地域に日常的に情報交換ができないといけないのが条件の１つで

あるのと、委託するオンリーでなくて直営を持っていかないと、直営が望ましいという文言がど

こかに入っているのを聞いたことがあるんですが、隣の北名古屋市は直営と両方やっているんで

すね。そうすると、直営で聞いた情報と委託先で聞いてる情報とすり合わせをすれば、今、以上

に価値的な政策が生まれると思うんですね。１個に偏っちゃうと、そこの場で全部完結させてし

まおうという意識が絶対働きますから、なので、圏域の設定とかを含めて、認知症の施策がまだ

これから今年度、法案化される方向性が非常に高いです。責務がもっと明確になる。国の責務が

明確になるかわりに自治体の責務も事業者の責務をしっかり明確となっていくことになると思い

ますので、ぜひ、しっかりと進めて、第８期のスタートに向けてしっかりもんでいただきたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 
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 以上で、飛永委員長の質問を終わります。 

 私の委員長の職を終了し、飛永委員長に引き続きお願いをいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 委員長、飛永でございます。 

 ここでお昼の休憩にさせていただきたいと思います。 

 再開は、１３時ちょうどから再開でよろしくお願いをいたします。 

（ 時に午前１１時３７分 休憩 ） 

（ 時に午後 １時００分 再開 ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開いたします。 

 それでは、引き続き、５４ページ、５５ページ、質疑のある方はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ないようでしたら、私から質問させていただきますので、委員長職を下堂薗副委員長にお願い

をいたします。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 副委員長の下堂薗です。 

 これより、委員長の職に当たらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、質疑を受けます。 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 飛永でございます。 

 障害者総合支援費の中の障害者訓練と給付費のところの関連で少しお伺いいたします。 

 この事業内容のところの２、３、４の就労の支援に関してですけれども、２８年度、２９年度

に比べると明らかに件数も増えて、次のページのところの表だと、例えば、就労移行支援ですと

利用者数が２９年度１４人、それが２６人、件数が１１２件だったやつが１４７件とか増えてお

りますと、就労支援に関して３０年度のところから就労定着支援という項目がプラスになってお

りますけども、数が増えてることに対してと新しい項目に関してどんなふうな御支援を今、続け

てらっしゃって、今年度どんなふうに取り組んでいらっしゃるか教えていただけますでしょうか。 
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福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島でございます。 

 まず、就労支援のほうなんですけれども、障害者の方で一般の企業への就労はまだかなわない

方なんかにつきまして、雇用契約を結ぶＡ型、雇用契約を結ばないＢ型という形で就労のほうに

ついて社会参加をするような形で、事業所のほうでそういった軽作業ですとか、就労という形で

取り組んでいただいております。 

 それで、今現在、Ａ型、Ｂ型それぞれあるんですけれども、支援校等々を卒業されてから自分

の住みなれたまち等々で暮らしていきたい。先ほども申したとおり、社会参加もしながら、地域

の一員として生活をしていきたいという方が非常に多くなっておりますので、そういった受け皿

として就労継続支援をする事業所も市内のほうに増えてきたというところもあって、利用者の方

が増えているというような形で理解しております。 

 また、就労定着支援なんですけれども、一般就労に向けて、一般企業の方が障がい者の方の特

性ですとか、そういったものを理解がまだまだ進んでないようなところもありますので、障がい

者の方が一般の障がいのない方と同様に就労できるような形で、従業員の方ですとか事業者なん

かにも、障がいの特性ですとかその方ができること等々を従業員の方やなんかにも理解していた

だきながら一般の就労に定着するように支援するようなサービスでございます。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 障がいを持った方の就労支援に関しては愛知県が窓口になってやっていることもあって、訓練

した上で一般就労していくという形もあるでしょうけども、２９年から３０年にかけて、法改正

によって、Ａ型就労をやっている業者さんが全国で畳んじゃったりとかして、就労者が働く場所

がなくなってしまったという話が一時よくニュースになりましたが、この清須市でも近隣でたし

か１か所あったはずで、私の身近な方も多分まだどこかに職がつけてればいいんですけれども、

Ａ型のところにもまだ行けてないという状況をお聞きしてて、そういったことに関しての認識と、
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今後、そういう働き先を開拓したりとか、清須周りが近隣に通えるところでなかなかないような

状況もあるんですけれども、認識と今後の見解、傾向と対策を教えてください。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島でございます。 

 Ａ型の事業所につきましては、先ほど委員長からのお話がありましたように、県・国のほうか

ら出ている補助金を使って障がい者の方の賃金を払ってたというようなケースが見受けられると

いうところで、補助金の適正なあり方というところを詳細に精査したところ、事業のスキームが

その補助金に頼って従業員の方の賃金に回してたというような、本来の趣旨とは違う補助金の使

われ方をしたというようなところもあって、そこを正したところ、事業として成り立たないとい

うようなケースが全国的にあって、清須の方も通われているＡ型の事業所が事業を畳んだという

ようなケースがあるということは理解しております。そういった方につきましては、またＢ型に

通われるですとか、今の市のほうの定着支援等々のサービスを利用して、社会参加については引

き続きできるような形で支援をしているというふうに理解しております。 

 あくまでＡ型等々につきましては、民間の事業所が自分たちで仕事を請け負ったり、作業をし

たりして、自分たちでやるものに対して障がいのある方を雇用しながら通常の雇用契約を結んで

やるというところになりますので、市のほうとしましては、障がい者の就労につきましては、ハ

ローワークですとか、先ほどの基幹相談支援センター等とも連携しながら、御本人さんの特性に

合った仕事ができるような事業所等々につきましても、そういったハローワーク等のネットワー

クを活用しながら、一般の就労に向けた形の支援は行っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 障がいを持った方にしてみると、社会参加をすることのモチベーションの大きさというのは非

常に価値の高いものであると思いますし、親御さんにしてみても、就労して生活が安定するとい

うことは最大の安心することだと思いますので、市としても県と、あるいは民間企業としっかり

連携して、就労先ってまだまだ多分足りないと思うので、しっかり開拓して、情報提供とか、就
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労を支えていける施策をしっかり進めて、なかなか難しいと思いますけども、しっかり進めてい

ただきたいと思います。 

 続いて、障害児通所支援費のところで、事業施策でいくと８８、８９ページのところです。８

９ページのところにいろんなサービスを使っていらっしゃるところの利用人数と件数があるんで

すけれども、全体的に２８年、２９年と推移を見ていくと、２８年と比べると３０年て２８年の

１．５倍ぐらいに人数がなってきて、例えば、放課後等デイサービスなんていうのは補助金がつ

いて新しい制度ができて、市内にこういう施設が増えたということもあるでしょうけれども、人

数が増えてることに対しての市としての傾向と対策、また、こういうところを出られると、さっ

き言った就労という課題が出てきますけども、どのようにお考えか、これだけお聞かせいただけ

ますか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島でございます。 

 児童の通所給付につきましては、先ほどおっしゃられたとおり、サービスを提供する事業所が

市内にもかなり増えてきたというところもあります。それで事業所が増えたことによって１人が

利用できる日数も増えたというところもあって、利用日及び事業量も増えてきているというよう

な形で考えております。 

 今後につきましても、障がい児の数につきましては、者に比べると若干ではありますが、増加

傾向にありますので、引き続き、そのニーズに沿った形で供給体制が整えるよう予算確保に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 今、課長がおっしゃっていただいたように、国と県ともしっかり連携して予算確保をした上で、

親御さんが安心して通わせることができる体制づくり、仕組みづくりをしっかり進めていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 最後にもう１個、済みません。 
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 高齢者在宅福祉費の在宅医療連携推進費、主要施策の９７ページなんですけども、これは医療

と介護が連携できるように、関係者がインターネットを使ってカルテを共有するという仕組みを

４年ぐらい進めていっていただいていると思います。これは包括ケアシステムをつくっていくの

に１つの要になるシステムだと思うんですけれども、現状、どんな状況で今、進んでいて、課題

がもし何かあればまた教えていただければと思うんですけれども。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 現在、電子連絡帳、こちらのほうに登録してみえる方は２４１名おみえになりますけれども、

患者自身の登録が少ないのが現在の問題点となっております。 

 ただ、診療所だとか在宅介護の事業所などの医師や介護支援専門員が登録してみえまして、連

携が図りやすい状況になっております。 

 また、医療・介護資源マップも利用できるようになっていますので、こちらの活用はできてい

る状況でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 医療介護連携のかなめになってくることと、医療と介護は、さっきも言いましたけど、介護か

ら見ると医療って敷居が高いと印象があって、なかなか連携がとりにくいものの中でこういうの

がありますから、随時、使用状況とか使用効果をしっかり検討していただいて、次につなげるよ

うに進めていただければと思いますので、よろしくお願いしときます。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 以上で、飛永委員長の質疑を終わります。 

 ここで、私の委員長の職を終了し、飛永委員長にお願いをいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、委員長の職に当たらせていただきます。 

 ５４、５５ページ、他、よろしいでしょうか。 



－55－ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 災害時の行動支援の名簿を社会福祉課のほうでつくられていると。その活用について説明

をお願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課長、鹿島でございます。 

 災害時要援護者名簿につきましては、避難の際に１人では避難することが困難だと思われる方

の名簿を市のほうが作成をいたしまして、その方が地域の支援を受けて避難をしたいというよう

な形で、自主防災ですとか町内会、あるいは社協、消防、警察のほうに支援者の状態ですとか連

絡先等々の情報提供をしていいよというふうに言っていただいた方の名簿につきまして、市政推

進委員さんを通じて、町内会ですとか消防、警察のほうに情報提供しまして、地域の防災力の向

上に努めていただきたいという形で配付のほうを行っております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 名簿の取り扱いということで、市のほうから説明がブロック長のほうにあって名簿をいた

だいたと、そのようになっていると思いますけども、地域によっては民生委員も自主防と一

緒になってということで、民生委員さんの持ってみえる名簿とはまた違うんで、ただ、現状

として、民生委員の方は現時点でも自分の対象者を台風等ですと早目に避難所に誘導したい

ということがありまして、そういった中で、地域の方のお手伝いを民生委員の方が頼まれる

ということは想定されてみえますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 まず、民生委員さんがお持ちの名簿につきましては、各市政推進委員さん等々にお渡ししてい
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る名簿と内容的には一緒なんですが、受け持ちの地区等々についてお配りをしておりますので、

同じ方ではあるんですけれども、担当する地区が違えば民生委員さんの担当も違っていたりして、

必ずしも一致するということにならないケースもございます。 

 民生委員さんのかかわり方なんですけども、地域の自主防さんの中で、例えばＡさんという方

を避難行動の支援をするというふうに御近所の方で支援の体制をつくられるようなケースもあれ

ば、そうじゃなくて、民生委員さんにもお手伝いをいただきながら、民生委員さんにもそういっ

た避難の支援を担っていただくというような地区もあるかというふうには認識はしております。 

 ただ、民生委員さんのほうにお渡しする際には、民生委員さんが全ての地区の避難行動要支援

者の方の支援はできないので、地域とも連携しながら、避難行動の支援について協力をしていた

だくようにというような形でお願いのほうはさせていただいております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 これは大変難しい話で、公開しても結構ですよという名簿は自主防とかいろんな町内の役

員の方にお渡しすることができるわけですけど、そこに漏れてる中で、実際に台風前に連れ

ていってみえる民生委員さんもみえると。私一人だとやり切れんから、自主防にお手伝いを

お願いしたいと、こういうお話が来るわけです。 

 すると、当然、地域の方というのは、同じ地域内の連携でしっかりやっていきたいという

思いがありますんで、何らかの協力をしたいし、そのときに民生委員さんが御自宅にみえな

いと行動をどのように起こしていいかということになると、名簿の取り扱いで、その人たち

は結局は置き去りになっちゃうわけだわな。でも、民生委員さんにはお願いしてある。ただ、

市のほうには公開はお断りしているという方をどのようにというと難しい話で、答弁できな

いかもわからんけど、本当に民生委員の方も高齢の方もみえるし、車の運転ができない方も

みえると、避難所まで連れて行くというのが大変なんですけど、そういう依頼があれば役所

のほうで運んでいただけるとか、そういうこともあるんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 
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 社会福祉課、鹿島でございます。 

 実際に避難したいけどという形で災対本部のほうに連絡があったというような事例は聞いてお

ります。また、民生委員さんのほうに頼られて、民生委員さんのほうから、どうしたらいいかと

いう社会福祉課のほうへお問い合わせがあったケースもございますが、御自身で避難をしていた

だくというのが原則でありますので、たまたまそのケースの場合は地域の消防団の方が御近所に

みえて、相談したところ、その方々が協力していただいて、自主避難所まで支援が必要な方の避

難を行っていただいたというようなケースもあるというふうに認識しております。 

 なるべくその地域での助け合いを優先してやっていただけるように、我々のほうもできる限り

多くの方に地域とのつながりを持っていただくように啓発をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 結構です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、５４、５５ページ、他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、次に行きます。５６、５７ページ。 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 冨田でございます。 

 まず、最近、新聞紙面を賑わしている児童虐待で、これは児童福祉費のほうでよろしいで

すか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 はい、そのとおりでございます。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 そしたら、まず、ここに書いてある家庭相談嘱託員ですか、これの役割を教えてください。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 家庭相談嘱託員につきましては、現在２名、私ども配置しておりまして、今、いろんな家庭内

の相談等に乗らせていただいているところでございますが、地域の方から、この方が子どもさん

であったりとか、不安であったりとか、そういう方々の御依頼がありましたら、そういう相談等

に乗らさせていただいている相談員でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 このところ本当に幼児虐待事件というのが相次いでおりまして、幼い子どもの命が奪われ

るという痛ましい事件が多発しておるわけですが、これは本市においても１つ間違えれば起

こり得ることと考えられるんですけど、昨年、本市のほうで行ったこういう虐待等に対する

対応ですか、見守り等ございますでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今回、私どものほうの虐待とかネグレクトの通報につきましては、いろんなパターンがあるか

と思っております。例えば、学校とか保育園、病院等からも連絡が来るケースがあった場合もあ

りますし、同居の御家族であったりとか親族、近隣の方から泣き声通報等があったりということ

で、私どものほうで連絡をいただきましたら、家庭相談員のほうが相談に乗らさせていただいて

いるところなんですが、そういう連絡等がありましたら直ちに受理会議を置かさせていただきま

して、私どものほうであらゆる連携の、まず市内の健康推進課であったりとか、学校教育課であ

ったりとか、そういうところから情報収集をさせていただきまして、まず、４８時間以内に必ず
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児童の安全を目標としております。その後、子どもの安全状況を確認させていただきながら、今

後の支援体制のほうを相談をさせていただいているところであります。 

 こちらのケースにつきましては、全て児童相談所のほうに相談をさせていただきながら対応を

させていただいております。 

 昨年度の実績数といたしまして、要保護児童対策協議会というのがあるんですが、私どもは月

１回そういう会議等を開かせていただいておるんですが、そちらの要支援とか要保護の対象とし

ましては延べで１千３４２件になりますが、相談をさせていただいております。こちらにつきま

しては、１人に対して毎月継続というところがありますので、複数ということもあるかと思って

おります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 大変な数でびっくりしとるんですけど、個人情報の件もありますけど、本市で一時保護し

た児童ておられますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 緊急保護も含めまして延べ２７件。実際、子どもさんの数につきましては、２３名を保護させ

ていただきました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 マスコミなんかで各市町のほうで例えば転入とか転出をされてということで、連携がうま

くいっとらんで事件に至ったというようなことをよく紙面のほうでありますけど、本市のほ

うのそういう連携ですね、その辺はうまくやられとるんですかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 
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健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まず、今、委員が言われましたように、本当に痛ましい事件につきましては、必ずいつもどち

らかがというお話があるかと思いますが、本市としましては、例えば、転入のケースになります

と、まず前住所地の児童相談所のほうから私どものほうに連絡が入るようになっております。そ

ういう方法もありますし、前住所地の要保護をしている担当課のほうに、直接、私どもの子育て

支援課だったりとか、他の課のほうに連絡が入るかと思っておりますが、そういう場合につきま

しては、私どものほうが担当課の取りまとめという課になっておりますので、その情報収集をま

とめさせていただきまして、その中でどのように対応していくかという会議をさせていただいて

おります。そのところで、今後どのような形で支援をしていくかというふうに体制をつくってお

るところでございます。 

 逆に、転出の場合ですが、私どものほうも所管の児童相談所がありますので、そちらのほうに

転出されたということを御報告させていただいております。児童相談所のほうからも所管のとこ

ろに連絡はしているということも確認をしております。 

 その後、私どものほうも、体だけではなくて住民票のほうも移動されたかということも確認を

しておりますので、住民移動を確認させていただいたりとか、転出先のほうにそのようなことが

ありましたら、必ず電話連絡等をさせていただいております。先方のほうから情報提供の依頼が

ありましたら、私どものほうですと情報提供書というものをお渡しをさせていただいて、連携を

とっているところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 きちっとやられとるということで、ぜひともマスコミの餌食にならんようにお願いいたし

ます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 ２番の山内です。 
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 成果報告書の１１６ページの病児保育費についてなんですけれども、利用者が延べ人数で

４１６人で、生後７か月から小学校３年生までの児童ということなんですけども、この年齢

の内訳というか構成と病児保育を利用された方の理由というか、その実態というのを教えて

ください。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 病児保育につきましては、今現在、このはなファミリークリニックさんのほうに委託契約をさ

せていただいているところでございますが、４１６の件数につきましては、私どものほうで報告

を受けておりますのは、０歳から２歳までの乳児であった場合は２３８名、保育園とか幼稚園に

通ってみえる方が１２８名、小学校の方が５０名ということで、合計４１６名が利用されたとい

う実績報告をいただいております。 

 主な理由につきましては、風邪であったりとか、インフルエンザの一番はやる時期とか、そう

いうときに利用が多いということで聞いております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 小さい子が多いなという感じなんですけれども、うちにも対象として年中と小三の子ども

がいるんですけども、普段は言うことを聞かないから腹を立てることも多いんですけど、朝、

突然、熱が出てぐったりしているとかわいそうでもあり、可愛くもあり、できれば何とか自

分たちで面倒を見てあげたいなと思うんですけども、どうしても仕事が休めないというとき

は涙をのんで連れて行くことになると思うんですけども、こんな場合、朝、突然熱が出て連

れて行った場合というのは見ていただけるんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 病児保育利用につきましては、事前登録が必要になってまいりますので、まずは私どものほう
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に登録申請書の届けを出していただきます。そちらのほうと連携をこのはなファミリークリニッ

クさんのほうと、こういう方が登録をされていますということで連携をとらさせていただいてお

ります。 

 実際の利用につきましては、直接、病院のほうにお申し込みをしていただく形になりますが、

まずは登録をしていただくということが一番になるかと思っております。 

 参考としまして、登録数につきましては、昨年度は２０３名の方が登録をされてみえておりま

す。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 ぜひ、事前登録をさせていただいて、そのときはよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、よろしいでしょうか。５６、５７ページ。 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 認定こども園整備費のところですね、１１８ページだと思うんですけど、今、一場保育園

が民営認定化、こども園化に向けた取り組みということで、今、仮園舎の補助金等でかかっ

ておるお金だと思うんですけど、基本的に認定こども園のほうは一場保育園の事業等を引き

継ぐということでお聞きしてますけど、現時点で保護者のほうへの周知はどういうふうにな

っておるんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今回、佑愛学園さんが進められております認定こども園につきましては、以前から子ども・子

育て審議会のほうで何度も検討をさせていただきながら、今、進めさせていただいております。 

 まず、工事に入る前に保護者の方には事前に、認定こども園はこういうふうに変わるんですよ

というふうな通知のほうをさせていただきました。今、実際、工事のほうが順調よく進んでおり

まして、先月の８月の時点でも、今後、一場保育園の方が佑愛学園の認定こども園を利用される
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かというような説明会のほうを８月の第１週目と４週目の土曜日の２回に分けて行わさせていた

だいております。その中でどのように変わるかということを周知をさせていただいておりまして、

そのときの大きな質問としましては、こういうことは不安というような御意見はなかったように

感じております。 

 あとは連携につきましては、一場保育園の方が認定こども園に変わるということで、今まで使

っていたもの、園のスモックであったりとか、教材であったりというものが多々あるかと思いま

すが、そういうものが新たに認定こども園になって物を購入するということで保護者の負担にな

らないような形で、現在そのまま利用していただけるように佑愛学園さんのほうと連携をとって、

今、御負担のないような手続を進めさせていただいておるところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 その場合、全員が認定こども園のほうに移られるとは限らんわけですわね。私は市立の保

育園へ行きたいという人もおられると思うんですけど、そこらがスムーズに移動というか、

できるんですかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今のところ、私どものほうから一場保育園のほうからほかの例えば公立保育園とか幼稚園のほ

うにお話は特には聞いておりません。 

 ただし、３歳未満児の方で近くのところに変わりたいというような御意見があるところは数名

おみえになりますが、まず、３歳以上の方でほかのところにというところは、今のところは聞い

ておりません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 今、子どもさんの話でしたけど、保育士さんは一場保育園の場合は公立ということで、公



－64－ 

立採用という部分になってるわけですわね。今度、こども園に移った場合、当然、佑愛さん

も採用されるわけでしょう。となると、先生というのも、皆、変わっちゃうわけですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まず、正規職員につきましては、私どもと同じ公務員でありますので、当然、私どものほうの

今までの残りの１２園のほうに来年の４月から異動していただく形になるかと思いますが、ただ、

臨時職員の方につきましては、その方の御希望等もあるかと思っておりますので、そのところに

つきましては佑愛学園さんのほうが事前に臨時職員の方にお声かけをされてみえてるようなこと

は聞いております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 だけど、今お聞きしていると、保育士さんが一斉に全部変わっちゃうと、園児の方も、今、

年中から年長に上がられるときに、今までおった先生がいなくなって、新しい先生が来られ

ても、これはものすごく不安ですわね。その辺、例えば、この月からこの月までは、公立で

採用されたうちの保育士さんがそのままおられて、スムーズに引き継ぎしていくような、そ

ういう体制てとられるのですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 現在、令和元年度からなんですが、佑愛学園の方の今後運営をされてみえるという園長候補の

方が私どものほうに入っていただいてやっていただいております。そこのところで職員の方、今

後、保育士として残られる方、佑愛学園の方から２名、私どもの一場保育園のほうに来ていただ

いておりますので、ですから、３月３１日と４月１日から全く職員の顔がわからないというよう

な体制はとってはおりません。そういうところで連携をさせていただきながら、今、進めている

ところでございます。 

 以上でございます。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 ２番、山内です。 

 先ほどの冨田委員の関連になると思うんですけども、新規で開園されるこども園の定員予

定というか、決定しているんでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 定員につきましては、幼稚園部分で３歳から５歳で各年齢児ごとで５名というふうに聞いてお

りますので、それぞれ３学年で１５名の方。 

 保育園部分につきましては、０歳から２歳までのところが各年齢ごと１０名ずつの３学年の３

０名で、２号認定で３歳から５歳の幼児が３０名ずつの３クラスの９０名で、幼稚園で１５名、

保育園で１２０名の合計の１３５名を定員にされるということを聞いております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 ありがとうございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、このページ、５６、５７ページございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 では、次、５８、５９ページへ行きます。 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 ５８ページの３款民生費の２項児童福祉費の２目母子福祉費で子ども食堂の補助金について聞

かせていただきたいと思いますが、非常に取り組まれて、私も重要な役割になっておると思うわ

けですけれども、子ども食堂については、平成３１年度までの２年間のモデル事業でありますの

で、この３０年度の利用実績等いろいろ検証していくと。それで、３１年度についてはどのよう

な形がいいのかということをまた検証していくということでありましたけれども、いよいよ２年

間大詰めが来たんですけど、今どんな状況で見られておるのかということをお聞きします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子ども食堂につきましては、まず、３０年度からスタートさせていただいたところなんですが、

こちらのほうの成果報告でもあげさせていただいておりますが、１年間で２５１名の方が利用さ

れたということでありますが、３１年度につきましては、同じような形で１０回予定をさせてい

ただいているところでありますが、利用人数につきましては、昨年度よりも相当伸びてきている

ところでございます。 

 今後このような形で、ボランティア団体の方でうまく運営ができていくのが一番望ましい形な

のかなというふうに今のところ思っておりますが、今後どのような形で支援をするのかどうかに

つきましては、まずは今、検証期間でありますので、今後いろんな御意見をお聞きしながら進め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 本当に伸びてきておるということで、この場所が悩みや相談などの意見交換の場ということの

目的もありますので、本当にこういう憩いの場というか、意見交換の場というのは必要だと思い

ます。 

 西枇でやられとるということと、もう１つは社協さんが入ってボランティアで新川のほうでも

やられとるということでありますので、予算を使われとるのは西枇のほうだと思うんですけど、

それぞれのところでいいところは検証して、新年度の予算にどう反映させていくかということは、
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今、決めかかっとると思うんですけど、本当に増えてきておるなら、ぜひ、それぞれの場所での

違いやどういう人たちがどういうような要求を持って参加されとるかというのをしっかり検証し

ていただいて、新年度の予算につなげていっていただきたいということをお願いしときます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 伊藤です。 

 今の子ども食堂の件ですが、来年度から新たな形でスタートを切らないかんということで、

多分、課長の腹づもりは、次の方針は決まってると思うんですけど、さっき課長が言われた

ように、２年目の実績といいますか、利用者の方もかなり増えてきて、なかなか充実した子

ども食堂になってきたなと感じておるんですけど、こちらの成果表のほうにも地域ボランテ

ィア団体ということになっていますが、これは担当課長に聞くよりも企画のほうになるんか

な。市民協働で各種ボランティアのグループの方が協力してくれるという形になると、市民

協働のほうで補助金をつけたほうがいろんな地域で立ち上げやすいというように思うんです

けど、その辺、担当部長はどのようにお考えですかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 宮崎部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 企画部長の宮崎です。 

 現在のところ、委員会のほうでも報告させていただいたんですけど、今年度については、今い

ろんなボランティアの関係の方のいろいろ聞き取りとか職員の教育という形でやっておりまして、

今、伊藤委員が言われるように、市民協働のほうでの補助金というのはまだ考えておりません。 

 ただ、今後いろんな意見が出てきた中でどういった課題があるかというのは、今後、テラスの

中でそういった意見が出てくれば、また、いろんな形で研究したりとか、皆さんの意見を聞きな

がら考えていくということを考えています。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 
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 うちはまだ市民協働は立ち上がったばかりで、これから様子を見てという、そういうレベ

ルなんですけど、他は市民協働係をつくって、委員会をつくって、事業、団体そのものを認

定して補助金の額を決めたりとか、そういうことは周りはみんなやっていますよね。来年は

予算をつけないと言われている。まだ、様子見はあと１年続けるの。市民テラスでというレ

ベルだから、もう１年テラスで様子を見るということ。そういうことですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 宮崎部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 今年度はテラス各地区２回ずつで計８回やるという形で、その中でいろんな意見が多分出てく

ると思いますので、出てきた段階で検討していくということで考えております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 テラスをやってみえるけどね、テラスで意見は出ないですよ。これはいろんな課が現時点

でも市民協働でも進めている事業はあるわけだから、その辺でちゃんとした受け皿を１か所

設けて、きちんと整合性をとってやれるように、たとえ少額でも補助金が動くということは

公金ですからね、その辺をきちんとやらないと、今のテラスで様子を見てなんて言ってるレ

ベルでは、いつまでたっても市民協働というのは形になっていかないと思うんですよね。 

 先ほどからいろんな問題が出ている。今後の介護の問題とか高齢者の問題とか含めてです

ね、市民協働でないと地域の中で成り立っていかんという問題が、周りは実践しているわけ

ですよ。これからまだ様子を見るとか、そんなレベルでは、宮崎部長の住んでみえるあま市

でもやられてると思うし、永田市長の実家がある一宮でもやられてると思うです。必要性が

ないものならいいんですけど、今後、必要性が増してきますんで、もうちょっと急いでもら

わんと、今、課長が言われように、子ども食堂は大変難しい事業なんですけど、１年やって

２年やって、やっと手探りの状態でスタートを切って、参加者もだんだんふえてきたと。 

 これを見てますとね、本当に社会の中で必要性というのは十分理解できるんですね。ここ

でまたモデル事業が終わりましたからっていうことで、来年度、子ども食堂ができない状態

になると、１年遅れるとなくなっちゃいますよ。今年度中にまとめられる。市民協働だけで

子ども食堂を続けろというわけじゃないですけど、せっかく市民協働はスタートを切ったん
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ですから、まさにいい事業だと思いますよ。ピッチを上げて考えてこないですかね、所見を。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 宮崎部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 今、伊藤委員が言われるように、市民協働だから補助金を出すとか出さないとかという話は、

今後いろんな関係しておる課もですね、いろんな意見をいただきながら考えていくべきであると

思いますので、市民協働係ができたからここで補助金の枠をつくるとか、そういったものじゃな

いと私は思っておりますので、今後いろんな職員の研修の中でも、職員のほうから、そういった

ことで必要があれば声を出していただいて、今後検討していくということを考えていきたいと思

っております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 それはね、職員の判断だけでできるもんじゃないですよ。だって、それ言ってること自体

がもう遅いって。だから、よそは、市民協働課の中で委員会を立ち上げて事業を選定してい

ると。その作業の中で、どのまちもやってますよ、今。公園の掃除、うちもやってますよ、

町内に委託して。ただ、それを委託という形じゃなくて、市民協働の中の補助金という形で

やっていただいておると。職員が決める話でも何でもないと思いますよ。次の段階に来年度

入って、来年度からというと１年遅れますから、子ども食堂は市民協働のスタートを切るの

にちょうどいい事業じゃないかなと思ったんで、急いでモデル事業が終わるこのときに考え

られたらどうですかということですわ。 

 課長のほうは、市民協働課が協力してくれんでも次の手をやるでいいわと言われるのもわ

かりませんけど、遠慮せんと言われたほうがいいですよ。市民協働をどんどん市も進めてい

くのであれば、市民協働の中で子ども食堂を進めていきたいと。まだ半年ありますからね。

どうですか、最後、所見。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 宮崎部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 先ほど答弁したように、まずはそういった形で、伊藤委員はちょうど切り替わる時期だという
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ことを言われるんですけど、いろんな問題点も整理した中で検討していきたいと考えております。 

 よろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 子育ての課長のほうからいい案を出していただいて、ぜひとも子ども食堂が続けられます

ようによろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ５８、５９ページ。 

 加藤委員。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ２項児童福祉費の３目保育所費についてお聞きします。 

 先ほどもこども園のことが出ました。今回、一場保育園が３１年度に廃止され、民営化でこど

も園に移行することになっているわけであります。市のほうも、その理由がですね、耐震性に問

題があり、民営認定こども園化とあわせて整備を進め、保育・幼児教育の充実に取り組むことに

より、安心して就労と子育ての両立ができる環境づくりを進める、こういうことを言われて、理

由の中で述べられているわけであります。 

 私もこの間、何遍も申し上げておりますが、清須市は子育て人口が増えている市であります。

特に清洲地区は増えているわけであります。なぜ公立園を廃止していくかでありますが、一番心

配なのは市の保育責任、これがどうなるかであります。 

 保育の実施義務から保育の委託業務支援、努力義務へと薄れてしまうわけであります。また、

財源や運営主体の違いから、公立保育所は法人園では対応の難しい福祉のニーズに対応すること

ができるわけでありますが、それがされないのは、それができるかどうかという、そういう不安

もあります。さらに、直接契約で市場に向かうのではないか、こういうさまざまな心配がされる

わけでありますが、そういう中で、特にこの地域に公的保育責任が残されていくことが私は重要

ではないかと思うわけです。 

 今回、９０名の一場の保育園が認定こども園化で１３５人のようになるということであります
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が、地域的に考えて、本当に私は公的保育責任を残していく保育園を地域にも残していくことが

重要であると思いますが、その辺についてはどういうような御所見かまず伺います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まず、認定こども園の責任につきましては、私どものほうの給付費のほうをお支払いをしてお

りますので、全く市として責務がなくなるということではないと認識をしております。 

 あと、保育園部分につきましては、入所の判断につきましても市のほうが責任を持って管理を

させていただいておりますので、まず今回、一場保育園の９０名定員から認定こども園のほうに

なりますので、１２０人ということで、３０人受け入れ枠が増える形になります。 

 あと、認定こども園の保育園と幼稚園部分の両方兼ね備えたよさというところもあるかと思っ

ておりますので、そういうところを市民の方々にしっかりと説明をさせていただきながら、この

事業につきましては進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 給付費が払われるからということで、市との関係の中でいろいろお話をするということと、も

う１つは管理ということが言われたんですけど、いろんな面で実施義務からいろいろ委託業務に

変わるわけですので、入園の際の調整は行われるわけですけれども、どうしても直接契約という

ことになってくる部分もあるかと思うわけですが、そこでお聞きするわけですけど、本市と法人

は、先ほども出ましたが、一場保育園の引き継ぎに当たって引き継ぎ協定を締結するとともに、

さらに民営化後の園の運営について、この運営協定を締結して、これらの協定により法人は、清

須市において実施されていた基本的な保育方針を引き継いで園は運営されていくのかどうかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 
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 今、委員のおっしゃられました協定書につきましては、私どものほうで認定こども園になると

いうところで佑愛学園さんのほうと協定書のほうは結ばさせていただいております。その中で、

今、お話がありましたように、本市のあり方につきまして引き継いでいただくということも盛り

込まさせていただいておるところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 しっかりその辺をやっていただくということと、先ほどから出ましたけども、引き継ぎの中で

子どもたちの不安とか、いろんなことが生まれますので、その辺もしっかり対応していただくと。

保護者から出た意見もくみ取って、その辺のところをしっかりやっていただくよう申し述べてお

きます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 成果表でいうと、１２７、１２８ページなんですけど、保育園の定員が書いてあるんです

けど、担当課長はよく理解してみえると思うんですけど、慢性的に１次希望、２次希望へな

かなか入れないのは西枇ということをお聞きするんですけど、この表を見ますと、西枇の定

数が明らかに少ないと。ましてや認定云々といっても、他の地区にはこれ以上あるわけです

けれども、西枇地区には保育園が２園しかない。また、そこの中でバランスが悪いのは、古

城校区には１園もないという現状があるわけですよね。この問題というのは、合併してしば

らくしたころから、幼稚園を保育園にとか、いろんなことで進めていただいておると思うん

ですけど、今後このバランスの悪さというのはこのまま続けていかれるの。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今現在、来年度ですけど、第２期の子ども・子育て支援事業計画の策定のところでございます。

今年度につきましては、まずニーズ調査をさせていただいているところでございます。その中で
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どれだけ保育園、幼稚園、認定こども園のほうを御希望されるかというところを今アンケートの

項目の中で含めさせていただいております。 

 まず、アンケートを配らさせていただいたときにも、各地域に格差がないように、人口レベル

に合わせた形で送付をさせていただいておりますので、そういうところでまず地域ごとの把握は

しっかりとさせていただきまして、保育のニーズ量につきましては計画の中で策定をさせていた

だきまして、どこが足りないかとか、どこが充足しているかというところをしっかりと今の子ど

も・子育て審議会の中で検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 アンケートの内容というのは毎年変わるんですけど、保育園の絶対数というのはずっとこ

のままなんですね。その中でバランスの悪さというのは、今後どのような方向で見直してい

かれるのか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まず、先ほどと同じような答弁になりますが、ニーズ量の確保が必要かと思っております。ま

ず、今現在につきましては、３歳未満児の方の御要望が大変多いということもありまして、３１

年度の開園に向けてですね、３０年度につきましては小規模の事業所を誘致をさせていただいた

りとか、あと、企業主導型が新たにできたりとか、３歳未満の要望のほうがいろいろ出てきてい

るかと思っております。そういうところにつきまして、確かに地域格差は多少あるというところ

も私どものほうで認識はしておりますので、今後、計画の中でしっかりと検討してまいりたいな

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 多少の格差じゃないよね。今までも表舞台ではなかなかお話はなかったかもわからんけど、
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前市長なんかも古城校区に保育園をつくらないかんということは言ってみえたわけで、その

辺、新市長に変わられてのほうではどのようにお考えか。市長が腹を決めれば来年でも予算

が組める話ですから。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 前の市長が古城校区に保育園をつくらないかんという発言は、私は聞いてないんですけども、

ありましたか。 

 バランスが悪いのは、最初からバランスが悪いもんで、今、バランスが悪いからどうにかしろ

と言われても急にはできんのですけども、いろんな方法はあるかもしれんですが、それは特に西

枇地区の皆さんの合意がないとできん話ばっかり話であってですね、幼稚園が本当に要るのか要

らんのかということも含めて、いろんな考え方があると思うんです。一番いいのは、西枇地区に、

しかも古城地区に認定こども園が来てくれると一番いいなというふうには思っておりますので、

そういうふうな形になるようなしむけも必要かなというふうに思っています。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 市長から前向きな御意見をいただいたんで、幼稚園見直しで認定保育園の誘地も考えてい

くということで理解しておきます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 幼稚園を保育園に変えるということは、それはそういう方向であれば、特に西枇地区の皆さん

の合意は、大前提なもんですから、そういうこともあり得るかもしれんと言っただけで、そうい

うふうに考えてますということとは違いますので、お願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 
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 幼稚園のニーズは西枇だけじゃないんでね、全市の幼稚園という位置づけですので、全体

の意見も聞きながらということですけど。一昨年出生率がというお話もあって、今でも愛知

県の上位にいるということなんですけど、特に西枇地区が多かったという話も聞いておりま

すんで、また次のニーズがどんどん増えてますんで、早い対策をとっていただくように。毎

年毎年、西枇の園児だけがどうしても第１希望の中に入れんということは聞いておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ほかございますか。では、質疑も出尽くしたようですので、委員長の飛永から質問させていた

だきます。 

 委員長の職を下堂薗副委員長にお願いをいたします。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 副委員長の下堂薗です。 

 これより委員長の職に当たらせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、質疑を受けます。 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 飛永でございます。ただいま委員のほうから質問がありましたことを幾つか重複するかもしれ

ませんけど、よろしくお願いします。 

 まず、一場保育園の民営化に関してなんですけれども、今、お話がありました、民営化するこ

とで不安視されるような質問は保護者の方から出ておりませんということでした。児童福祉法上

は保育は市の責任ですので、市がお金を払っているので、きちんと責任を果たしていきますとい

う答弁だったと思うんですが、児童福祉法上は、具体的に、保育園の役割って保育園に通ってい

る子どもたちだけを保育の対象としているんじゃなくて、そこの地域の保育園に通ってこない子

たちの保育も保育園が責任が持たねばならんというふうな形に書いてあります。 

 この後、一場の保育園が民営化されることで、いわゆる公設の保育士がそこの場におらなくな

っちゃうという見方もできると思うんですけども、これに関してはどのようにとらえていらっし

ゃるかだけ御所見を。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 
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健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。 

 まず、認定こども園が民営化になりますと、民間のお考え、教育理念であったりとかいろいろ

あるかと思っております。そういうお考えがあるかと思いますので、そういうところの趣旨に沿

った形で運営をされていかれるかと思っております。そういう御意志と私どものほうの保育を必

要とするというところの保育園をしっかりと連携をとりながら進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 今、教育理念と言われましたけど、これは保育なので保育の理念になってくると思います。 

 もう一回聞きますけども、公設の保育士の役割は、地域にいらっしゃる保育園に通っていない

子どもたちの保育も責任を持たねばならんと児童福祉法に書いてあるんですけれども、一場地区

においては民営化されることで公設の保育士さんがみえなくなりますよね。それを市の責任にお

いての保育理念と具体的に民営化される保育園の先生方もしくは経営者方とどんなふうにすり合

わせをしていくおつもりか、御所見を改めて。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 民営化のところに関しましては、私どものほうで、当然、民営化でありましたら全く連携をと

らないというわけではありません。今、まだ検討はしているところでございますが、どのような

形でうまく連携をとっていけるのかとかいうところは、しっかりと今後お話を進めてまいりたい

なというように思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 
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 今の時代の保育のあり方というところからすると、民間のほうが公設の運営者よりも進んでい

るという側面もあると思います。ただ、役割としては、保育園に通う人だけ保育に責任を持てば

いいということではないので、そういったことをしっかりバランスよくというか、今、言われた

ように、例えば、会議に必ず出るとか、そういったことをし、学びを重ねながら、お互いに切磋

琢磨をしていくということが必要な分野だと思います。後で言いますけど、今後も多分こちらの

方向性がどんどん進んでいくと思いますので、１つの試金石的な形でとらえていただいて、今後

の清須市の保育のあり方、愛知県の中で出生率トップスリーに並ぶ自治体ですので、その自治体

の責任をどう果たしていくかしっかりまた進めていただきたいと思います。 

 続いてなんですけど、保育所費のところの７番の賃金、不用額が１千２００万円強ございます。

これは意見書にも指摘がされておりまして、これは支出済額からすると５％の金額になるので、

執行率からしたら９５％ということなので、予算組んだ分の執行に関しては概ね問題はない数字

ではないかなと思うんですが、逆に、何でこういう賃金、１千２００万円が不用になってしまっ

たのか教えていただけますでしょうか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 まず、当初、私どものほうで実質かかる早朝とか延長とかですね、その部分の保育士の必要数

のほうを積算させていただいて、当初予算のほうを上げさせていただいておるところでございま

すが、実際のところですが、早朝とか延長保育の保育士のほうが少なく運用ができたというのが

一番の理由になるかと思っております。 

 参考としましては、延長保育を利用された方とか、土曜日対応の職員のほうも当初の中に加算

をさせていただいているんですが、土曜日保育につきましても、昨今、社会状況が変わってきま

して、お休みが保護者の方もとりやすくなられたというところで、土曜日は家族で生活をされる

ということも多くなってきているのかなと私どもは判断しております。そういうところで保育士

の数が今の現状のところで運用ができたというふうに理解しております。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 見込んでおる数字がニーズに対してショートしないように多目に見込んで、現実としては９

５％執行で５％残ったという形の、概ねそういう内容であるとは思うんですけども、先ほど言い

ましたとおり、保育の分野というのは、清須市に関してはこれから預からないかん子どもが増え

てくる状況がある。保育士には限りがある。ましては、保育士免許を持っていても、今、求人の

ほうが上回っているはずなので、保育免許を持って、そこまで責任を負わなくても、同じ時給を

稼げる仕事をしたいという御婦人、またはお子さまがみえる若いお母さんも現実にはみえます。

そちらのほうに流れていっている方向もある中ですので、もうちょっと清須市の保育士の処遇改

善を近隣市以上の形にして、お金だけじゃないんですけども、もうちょっとやりがいとモチベー

ションが保てるように、例えば、何年勤めたら臨時職員でも給料が上がるとか、そういったこと

も他市町ではやっておりますので、そういった形で清須市の保育士として誇りを持てる働き方が

できるような方向にこういうお金を先行投資できんかなと思うんですけども、例えば、１ページ

前に逆のぼると、負担金補助金のところで１千３００万円の不用額が出ていて、これも意見書に

指摘があります。これに至っては支出済額の６％ということで、９４％の執行であっても、７桁

の数字がここに計上されるとなれば、もう少し先行投資にしむけるとかいうことってできないの

かなというように思うんですけれども、私の考え方があまりにもそろばんだけ弾いとる感じにな

っちゃうかもしれんですけども、考え方としていかがでしょうか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今、委員が言われました保育士の確保につきましては、どこの市町のほうも苦慮されているこ

とは聞いております。 

 本市におきましても、臨時職員につきまして、今年度からなんですが、７．７５勤務、フルタ

イムの勤務をされた方につきましては、時間あたり１千１５０円が１５０円アップしたような形

で保育士確保のほうを進めているところでございます。ですから、離職に関しまして、しっかり

と中のコミュニケーションを図りながら、保育士が引き続き継続ができるような形を進めてまい

りたいと思っております。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 保育士さんも責任を持つ中で仕事をしていかれると。さっき申し上げたように、同じ時給をい

ただけるんであれば、責任が少しでも薄いほうに流れるのが人情ですので、こういうところでモ

チベーションのある方、やる気のある方をしっかり確保していこうと思うと、今から先手を打た

んといかんと思うんですね。 

 これは全体的な話になっちゃうので、どこで聞こうかと思ったんですけど、実は意見書の中で

３０年度の歳入が前年度より増えているんですね。前年度、前々年度よりも歳入が増えてます。

増えているんですけれども、経常収支比率が８６％になっています。これは意見書で指摘がある

ように、人件費、いわゆる経常的な支出が高くなって弾力性がなくなっている。何かのときに新

しいことができないというか、やりにくくなってくると。なおかつ、中に２０％を超えた物件費

が比率で出ていて、物件費というのは、臨時職員の給料が隠れていると往々にしてよく言われて

おります。 

 ここで思うのが、職員の数の概ね３割ぐらいが保育園にかかわる方の給料や賃金に支払われて

おるという話を聞き及んだことがあります。清須市としては市民サービスを充実させるために保

育士を雇って、保育士を増やしとるという側面があると思うんですけども、たしか総務委員会で

も話があったんですけども、適正化計画というのがあって、全体の人数が決まっていて、どこか

増やすとどこか減らさないかんという形になりますね。保育士を増やしてもらって、それはいい

んですけども、となると、今度は高齢者の対応が減ってるとか、障がい者が減ってるとか、こう

いったことって起こったりしてないんですか。保育のニーズに応えるためにそちらの経費が増え

ていくのはしょうがないなと、僕は数字だけ見てそうやって思うんですが、逆に、そちらのサー

ビスが職員に量的に負担になったりとか、そういったことって出てないんですか。 

 歳入が増えていて経常収支比率が増えとるということはどうかなと思うんですが、いかがでし

ょう。コメントをいただける方、誰かみえませんか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

人事秘書（舟橋 監司君） 

 確かに、ここ近年、少し保育士の数というのは増やしてる傾向にはあるんですけれども、極端

な数字ではありませんので、今のところそこまでの影響はないかと考えております。 

 以上でございます。 
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福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 例えば、総務の職員が３人やめてるとかいう帳じり合わせのような話も聞きかじっとるわけで

すね。保育士が増えてることはいいんですよ、それは進めていくことなので。ただ、歳入が増え

とっても経常収支が上がるというのはどうかなというように思っていて、ここで今、言った民間

の保育を使っていくということが１つキーになると思うんですね。そうすると、高齢者のことだ

って専門家がいないとできないですし、さっきの地域包括の話もそうですけども、そういうライ

センスを持った人がいない開設できないということもあるわけですね。そうすると、人件費をほ

かのところへ持っていけるというと変な話ですけども、できるのは保育園の民営化をますます進

めていかねばならんということだと思いますけども、僕は３月議会でも似たような一般質問をさ

せていただいたと思います。市の保育って責任ではありますけれども、民営化していくと国がお

金を半分出して、県がまた出して、東京都に至ると、保育園をあけるのに８分の７の公的資金が

出てくるそうです。今年度が一番待機児童が減ったのかな。一番少なかったという報道もありま

したけれども、まさにこういうことが功を奏して減ってきていると思うんですけども、我が市も

こういう流れに追随していく必要があると思うんですけども、御答弁いただける方。永田市長、

どうですか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 清須の歴史からお話をさせていただきますと、合併前から旧町は全て公でやっておりました。

私立の保育園も幼稚園も１つもないという、恐らく県下でも特異な地域ではないかなと思います。

同じ人口の津島ですと、公立は多分片手というか一桁だと思います。清須はというと、保育園と

幼稚園を合わせて１４園あるわけです。そこに係る職員の数というのはとてつもない人数でして、

今、児童館も含めて、幼稚園も含めてなんですけども、子育ての職員が大体１５０人は超えとる

はずなんです。全体が４５０人ですので、まさに３分の１がそっちでとられるということに今現

在なってます。 

 実は、一場保育園が認定こども園になったので、正規職員が５、６人おりますので、その人数

を減らせるというふうに思っとったんですけども、担当のほうから、何とかしてこれは残してほ
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しいと。要は、他の保育園の充実に残してほしいというふうに人事のほうからも強く言われまし

て、それは今回は認めました。 

 保育士の人数は来年は変わらないということでございますので、今後の方向として、私は子育

ての事業を公だけでやっていくというのは多分無理だろうというふうに思ってます。別に民間が

やっても、しっかりしとればそれはいいと思っていますので、特に、ゆめのもり認定こども園は

非常に評判がいいと。今かなりの希望者がおるというふうに聞いてますので、そういう民間とし

っかりと手を組んで、もちろん私どもは私どもで責任を持ってやっていきますけども、民間も含

めた形で清須の子育てをしっかりやっていきたいなというふうに思っております。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 市長みずからありがとうございました。 

 大変心強いお言葉で、愛知県の中でトップスリーに入る出生率の人気のあるまちですので、子

育てと教育は一歩一歩しっかり市民の方に喜んでいただけるように、また、あこがれの地になる

ぐらいのものを進めていただければと思うんですけども、私が昨年視察に行った東京の国立とい

うところは、ほぼ保育園なんですけども、全体で保育園・幼稚園が４０ぐらいのうち公立が５つ

しかないんです。その５つあるうちの１個も民営化しようと言って今やってます。 

 その際に、今、言われた人の問題があるもんですから、公立でやってきた保育士さんも、だか

らと言ってやめてもらうというわけにもいかないというので、国立市の場合は市が事業団をつく

って、そちらで保育士さんを雇って民間に派遣するという形をとっています。 

 要は、事業団をつくると国から補助金が出るもんですから、公設でやると１０分の１０、市が

費用を持たないかんですけども、事業団をつくって、そこの職員になって派遣されることで人件

費が国からもらえるという、そういうスキームを少し学んできましたので、日本各地で待機児童

をなくすために自治体は非常にいろんなことを考えてやってらっしゃって、もちろん市長が言わ

れたとおり、保育の質って落としちゃいけないので、そういったことを今後のいろんな糧にして

いただいて、市民に応えられる魅力ある子育てのまちにしていっていただければと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 
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 以上で、飛永委員長の質疑を終わります。 

 ここで、私、委員長の職を終了し、飛永委員長にあとをお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 委員長の職に当たらせていただきます。 

 それでは、ここで１４時３０分まで休憩に入りたいと思います。 

（ 時に午後 ２時１７分 休憩 ） 

（ 時に午後 ２時３０分 再開 ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 ５８、５９ページ、他ございませんでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ６０、６１ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ３款民生費の２項児童福祉の児童館費、聞きます。 

 児童センター、さらには児童館への来館者も増えて、放課後児童クラブの登録者数も増えてい

るわけであります。２８年の５２３人、２９年５７７人、３０年５８４人ですか。小学生の人数

が増えているところは定員に対して登録者がオーバーしとるというか、非常に多いわけでありま

す。児童の心身・健康を増進し、情操を豊かにすることが非常に重要になってきているわけです

けれども、その辺のところはどういうふうにお考えでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 放課後児童クラブにつきましては、今、委員が言われましたように、年々増加傾向にあるかと

思っております。ただし、放課後児童クラブにつきましては、登録者数が、例えば、月曜日から

金曜日まで全て利用するというわけではありませんので、今のところですけど、利用に対しまし

て、ほぼ定員の状況の利用だと私どもは考えております。 



－83－ 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 特に清洲地区でいえば、人口は東小学校区も清洲小学校区も増えてきています。今のところと

いうまくら言葉をつけられたんですけども、本当に今のところだと思うんですよね。これは人と

場所とお金という問題がつきまとって、今、即答はできんと思うんですが、これは本当に早いと

こ考えていかなかん問題かなということも思います。 

 １つは、昨年の１１月かな、政府の規制改革推進会議、その中の答申を読むといろいろ出され

ておったんですけれども、文部科学省は、児童の放課後の居場所確保の重要性について、小学校

の施設整備指針に明記するとか、さらには、学童保育の学校内での設置促進に向けた手続の簡素

化、弾力化や予算措置について周知を徹底するとか、いろいろ学校内で行われておることもあり

ますので、その辺、国のほうも言い出してみえるんですけど、特に心配なのは清洲小学校ですね。

今も体育館のところと両方でやってみえますが、すごい人数ですよね。人口が増えたら小学生も

１千人を超える。必然的にも児童館も増える。今のところと言われておりますが、児童クラブの

目的もちゃんと決められとるんですが、その辺の検討というのは今のところで進んでいっておる

のか、１つは、あまり触らんようにタブーになっとるのか、どういうふうですかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 清洲児童館については一般質問でも御質問いただいた経緯がありますけども、清洲児童館につ

きましてはクラブは３つありますし、足りないということは重々承知しております。 

 また、耐震性はあるんですけども、相当老朽化しているということも承知をしとるもんですか

ら、今、それぞれといいますのは、建て替えないかんという認識はしっかりあるんですけども、

西清洲ポンプ場の工事がもうすぐかかるということで、いろんな選択肢がある中で、今、健康福

祉部と建設部と教育委員会等みんな寄せ合って、どうやっていったらいいかという検討をしてい

る最中でありまして、要は、西清洲ポンプ場の建設に向けて、あそこの搬路をどれだけ必要にな

るかというのを今、県が設計をやってくれますので、そういうことも含めて、今年の予算で児童

館の前の土地を買収するという予算もお認めをいただいておりまして、あの辺のところをどうや
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っていったらいいかということを真剣に考えている最中でございますので、また、いろんな方向

ができたら議会にも御相談申し上げたいと思っております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 市長から言われましたが、いろんな問題が絡まっておるいろんなことがあるもんですから、担

当部だけでは何ともならん話があると思いますけれども、連携して、今の現状が本当にうれしい

悲鳴のように、子どもたちが増えておりますので、現状を見ていただければ本当に何とかしない

かんということはおわかりいただけると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それにあわせてもう１つ、学童保育の１か所につき２人以上の職員配置を義務づけているもの

ですね、地方の人出不足を配慮して、１人の職員の配置でも容認するという方針が出されたわけ

ですけれども、もともとこの基準というのは２０１５年に放課後児童健全育成事業の整備及び運

営に関する基準として施行されたわけですけれども、４年間で緩和していくと。２０１５年から

４年間ですね。今、１９年になったわけですけれども、職員２人の配置は従う基準から参考にす

べき基準。つまり職員２人の配置がベストだったものがベターだと。この問題を受けて、要する

に、保育の質の低下につながるとか、安心安全が確保できなくなるという、いろいろ保護者や皆

さんからの全国的な声があるんですけども、本市の場合は実態的にはどういうふうになっていま

すか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今現在、放課後児童クラブにつきましては、必ず各クラブにつきまして放課後児童支援員のほ

うですね、研修を受けた者を配置させていただいております。今、クラブにつきましては、各２

名を配置させていただいておるところでございます。順次、まず研修を受けていただきまして、

支援員の数も増やしているところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 本当にそういう不安や心配がなくなるように、参考にすべき基準ということでありますけども、

もともと従うべき基準できちっと決まっとったものですから、本市の場合はきちっとやられてる

ということで理解しときます。 

 それから、もう１点、児童館の役割ということは非常にいろいろ多岐にわたっておるわけです

けれども、星の宮児童センター、特に中高生の利用が多いわけですけども、他のところから見る

と、どういった魅力というか、何をやられとるのかというところを教えていただきたいと思いま

す。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 星の宮児童センターにつきましては、まずセンターということで、面積も広いということがあ

りますが、その前のグラウンドが、まず保育園の跡地でつくらさせていただいているところであ

りまして、グラウンドが広いということで、中高生のお子さんのほうがそちらのほうでいろいろ

と遊ばれるということが多くありますので、利用が多いというふうに私どもは考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そこに中高生がみえて、グラウンドで遊んでみえる、そういうことなんですかね。何か魅力が

あったら、本当に居場所という問題では大きな大事な部分になってきますので、今、所管が違い

ますけれども、中学生の皆さんが勉強されるのに居場所を求めて図書館へ行ったり、市民センタ

ーのところを利用したりとか、もっとそういう人たちが利用できるような児童センターになれば

と思いますので、ぜひ、そういったところにも目を向けていただくということをお願いしときま

す。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 
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 児童館のお話で加藤さんに引き続きになるかもわかりませんけども、清洲はマンモス校で

ということで、その辺の問題があって、今年の８月８日、児童館が大変なことになったとい

う話なんで、その辺の詳細を説明してもらえます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 夏休みの放課後児童クラブの途中にエアコンがきかなくなったということでございました。直

ちに現場の職員のほうから連絡が入りましたので、私どもの職員が現地のほうを見させていただ

きました。 

 エアコンがとまった理由につきましては、業者を呼びまして、すぐ点検をさせていただきまし

たら、動かなかった理由につきましては、フィルターがつまっていたということもありまして、

早速清掃等をさせていただきまして、翌日には稼働ができるような形をとらさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 急遽、学校の教室を使ってやっていた児童クラブの授業をそちらに移したという話を聞い

ているんですけど、その辺のことを。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 私どもがお聞きしていますのは、そのような形で、エアコンがきかないということで、スポッ

トクーラーを急遽お借りしまして、そちらのほうで設置をさせていただきまして、１日過ごさせ

ていただいたというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 
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 先ほど加藤委員のほうからも触れられたんですけど、今、放課後の学童の就労支援という

ことになると思うんですけど、文科省と厚生労働省のほうが一体型で考えていくという考え

を出されたわけで、うちのはたまたま各小学校に児童館があるということで、児童館として

数は満たしているわけですけども、今後のニーズはもっと増えていくというところで、一体

型というところはどのように進めていかれるのか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 一体型といいますと、教室とクラブの一体型ということの考えでよろしかったでしょうか。 

 こちらの放課後子ども教室とクラブにつきましては、それぞれのよさがあるかと思っておりま

すので、引き続き、このような体制で運営はしていきたいというふうに感じております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 課長はよく御存じだと思うんですけど、放課後児童教室の場合、夏休みの対応ということ

になりますと、夏休みに限らず休みの対応ということになると、どうしても夏休み等は児童

クラブのほうに大勢の方が押し寄せてしまうということで、今の箱では全然足りないという

か、おさまり切らないのが問題になっているというように思うんですが、その辺を含めて、

今後、学校の施設も使った放課後のあり方というところで、うちの教育のほうとは何らかの

話は進めてみえるのか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 放課後子ども教室につきまして、今年度から全ての学校区で始まったというところもあります

ので、実際のところ、学校教育のほうと今後のあり方についてはお話はさせてもらってはいない

んですが、今、委員が言われましたように、夏休みに教室を使われる方が大勢クラブのほうに移

ってこられるということもありますので、今後どのような形が一番いい方法なのかということに

つきましては、今後、協議をしていくものだなというふうに感じております。 
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 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 それから、耐震化は満たしておるが、老朽化しとるんで建て替えを考えていくということ

なんですけど、近くには旧清洲庁舎があった土地もありますので、そちらのほうも子どもの

足で歩いても５分ですということもお聞きししておりますので、そちらの土地を利用するこ

とも考えて、今ある建物を壊しまして建て替えというと、その間どうするんだという話も出

てきますので、その辺も視野に入れて検討していただくようにお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ６０、６１ページ、ほかによろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ないようですので、委員長の飛永から質問させていただきます。 

 それでは、委員長の職を下堂薗副委員長にお願いをいたします。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 副委員長の下堂薗です。 

 これより、委員長の職に当たらせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、質疑をお受けします。 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 飛永です。 

 先ほど御説明の中で、西枇杷島児童センター整備費のところなんですけど、御説明の中で地面

から砒素が出たと。砒素って猛毒ですわね。土地の開発の場合に、地面から汚染物質が出た場合

は、物によっては記者発表をして、数年間、土壌改良をやった後、触れないという法律があるん

ですが、砒素はこれには当たらないんですか。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 先ほど朗読説明の中に砒素のお話をさせていただいたかと思いますが、今回、工事を着手する

に当たりまして、西枇のさわやかプラザの第２駐車場のところを、土地を処分するに当たりまし
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て、当然、検査のほうをさせていただいたところで、ほんの微量な砒素が検出をされたというと

ころで業者のほうから連絡はいただきました。 

 私どもとしましては、児童の安全面も含めまして、他の地点、実際の用地の場所も３か所、砒

素があるかどうかということも検査をさせていただきまして、そのところで１か所だけは砒素が

また再度出たところでありますが、先ほど委員の言われます公表につきましては、対象ケースに

なるのが、公表に当たりますのは３千平米以上の土地を開発するということが条件になってくる

かと思っておりますので、今回につきましては、３千平米のケースに当てはまらないこともあり

ますので、法的な手続につきましては特に必要がないと感じております。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ３千平米といったら１千坪かな。ガソリンスタンドやなんかでも、あっちこっち廃止になって

おるところが多いんですけども、ああいうところも廃止をすると、再利用前に調査をやって、大

概汚染物質が出てくるんですね。そうすると、３年ぐらい触っていかんとなるでしょう。記者発

表もしないかんです。この平米要件でやらなくてもいいとか、これって大丈夫ですか。平米要件

じゃなくて出てくるものによるんじゃないかと。物の量とか、砒素って猛毒ですから、子どもが

遊ぶところで出てきちゃったら、平米要件だけでいいんですかね。どうなんですか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 １つお伝えするのを忘れましたが、有害物質の使用特定施設に係るかどうかという、以前が、

そういう敷地であったかどうかということも考えられますので、全工事に当たるところにつきま

しては、西枇杷島の給食センターということでありますので、そちらの有害物質使用の特定施設

には当てはまらないということも県のほうにも確認をさせていただきまして、今回、設計業者も

含めた形で全て確認をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 土壌改良はもう既に着手していらっしゃるの。そうでないと工事はとまっちゃいますよね。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まず、土壌改良とか排出する土地の面積とか、そういうところはまだ現時点では金額等を確定

できておりませんので、今後どのような形で進めていくかというところにつきましては、今、業

者のほうと打ち合わせをさせていただいているところでございます。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 わかりました。 

 僕もまた調べて、改めて別の機会に近いうちにお伺いしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 以上で、終わります。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 以上で、飛永委員長の質疑を終わり、ここで私の委員長の職を終了し、飛永委員長にお願いを

いたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、委員長の職に当たらせていただきます。 

 ６０、６１ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 次に行きます。 

 ６２、６３ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、次、６４、６５ページ。 

 冨田委員。 
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冨田 雄二委員 

 冨田でございます。 

 二次救急のところで、私、わからないことが多いのでお聞きします。 

 まず、救急医療施設整備費補助金というのは、はるひ呼吸器病院が平成３０年４月から二

次救急に指定されたということで、補助金が交付されとるということですけど、補助金とい

うのは、この１年限りでよかったですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。 

 議員おっしゃるとおり、はるひ呼吸器病院が平成３０年４月からこの地域の尾張西北部広域二

次救急の輪番制に新規加入したことによりまして、救急病院に指定されました。それで、二次救

急病院だと県の補助金の申請ができました。県の補助金で医療機器を購入するのに補助金をくだ

さいということで申請をしましたら、３０年度につきましては当たったというか、申請をしても

該当しなかったりという場合があるんですけれども、新設ということで、たまたまはるひ呼吸器

病院は該当しました。それで、それにつきましては、県と市町村で補助金を出したというもので

ございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 そういうことですね。 

 そうすると、今年度からは西春日井広域のほうから補助金が出るということですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 西春日井地域における二次救急の負担金につきましては、運営費と施設整備費の負担金と２種

類あります。３１年度、今年度は運営費について負担の予算を計上しておりますが、医療機器に

ついてはまだ計上しておりませんので、今、例規などを協議している状況です。 
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 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 ３０年４月から二次救急にして、はるひ呼吸器が指定されたということですけど、この３

０年にはるひ呼吸器のほうに搬送された人数とか、その中で清須の人は何人おったかおわか

りになるでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 ３０年度は３２５人の方がこの地域から救急搬送されておりまして、そのうち１５５人、４７．

７％が清須市民となっております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 それとですね、二次救急と一次救急というのがございます。この辺よくわからんもんで、

説明できたらお願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 救急医療は三次救急から一次救急というふうに区別されております。生命の危険に瀕している

ような重篤な救急患者さんを受け入れるのが三次救急で、西春日井地域にはございません。 

 入院治療が必要な患者を受け入れる二次救急が、このはるひ呼吸器病院と済衆館病院になりま

す。 

 それから、帰宅可能な軽症の患者さんに対して初期救急を行う一次救急がありまして、これが

現在では休日急病診療所ということで、西部と東部にございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 
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 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 そうしますと、例えば、私もあまり病気にかかったことがないんですけど、休日に救急に

なったという場合、一次救急だろうが二次救急だろうが、どちらに行ってもいいということ

ですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 病状に合わせて、入院が必要なくらい重傷だと思われたら二次救急に行っていただくのが本来

ではありますが、基本的には御本人が判断できない場合もございますので、休日急病診療所、そ

れからはるひ呼吸器病院等、行けるほうに行っていただいてもいいと思います。 

 というのは、確認しましたところ、例えば、インフルエンザ等で休日急病診療所が混み合って

いる場合には、お近くの二次救急病院を紹介しているというふうなことも消防のほうでもお聞き

しましたので、救急といえば急いでおりますので、行けるところに行って、少しでも早く治療を

受けられたほうがいいかなというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 よくわかりました。ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ほか、６４、６５ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 済みません、聞いておきたいことがあるので、委員長の職を下堂薗副委員長にお願いいたしま

す。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 副委員長の下堂薗です。 

 これより、委員長の職に当たらせていただきます。 
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 それでは、質疑を受けます。 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 飛永です。 

 数点あります。 

 まず、休日急病診療負担金、１４７ページのところで質問です。 

 利用者人数を見ますと西部・東部とあって、西部に関しては、清須市民利用者数が圧倒的にみ

えます。前年度に比べても１割以上のアップということで、市民の方は非常に助かっておる状況

があるとは思うんですが、ここの診療所が入っている建物はＵＲ西枇の建物の中で耐震がクリア

できてない話が出てから久しいんですけれども、西枇杷島庁舎も引っ越しをしました。その後、

既存不適格という建物で、自治体が積極に募集もできないという状況という中で、市民の命を守

っていく、安心していただけるための施設がここにまだあるということなんですけども、これに

関して現状と課題と今後の展望というか、もし今あればお聞かせいただければと思います。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 委員おっしゃるとおり、西部休日急病診療所については耐震性に課題があるというふうに聞い

ておりまして、今後のあり方について詳細はまだ決まっておりませんが、広域消防、医師会、２

市１町などで関係各所と今、調査研究を進めているところで、研究をしながら方向性が見えてき

たらいいかなというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これはいつごろから調査研究を始めたんでしょうか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 昨年度からいろいろ医師会のほうから御意見もいただいたりはしておりますが、正式には今年
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度に入りましてから、広域消防のほうの会議でその他のほうで提案していただいて、今後、協議

に入っていきたいというふうに考えております。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これは存続したほうがいいサービスだと思うんですが、存続していく方向性としては、このま

まじゃよろしくないという認識はあるわけですか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 この休診につきましては、まさに委員言われるように耐震性の問題がございます。ここでずっ

とこのまま存続していくのかという話になりますと、当然、ＵＲの関係もございますので、正直

申し上げて、将来的にずっという話になると、不可能となります。 

 そうしますと、休診のあり方自体をどのような形でやっていくのということも含めまして、例

えて言うと、一番簡単なのは、今の西部休診をどこかに移すというのは簡単ですし、それをどこ

に移すのか、また新しい建物をつくるのかという選択肢がございます。 

 もっと大きい目で見ますと、我々のほうが西部休診です。北名古屋市と豊山町は東部の休診に

なります。あちらのほうの建物もあまり新しいものではありませんし、将来的、１年２年ではな

く、５年、１０年、２０年というスパンで見たときに、あれがこのままでいいのかという議論も

ございますので、そういったことも含めた上で、一度この西春日井全体の中で休診のあり方をど

うするかという検討を、先ほど次長が申し上げましたように、今年度に入ってから管轄自体は西

部消防になりますので、そちらのほうの音頭取りの中で、西春日井の中で検討を進め始めたとい

うことになります。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 わかりました。できるだけ早く安心できる方向性に進めていただければと思いますので、積極

的な活発な意見交換とか議論を進めていただければと思います。よろしくお願いします。 
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 それともう１つ、先ほどありましたけど、二次救急医療の負担金の関係ですかね。これに関し

て改めて聞いておきたいと思います。 

 皆さん、ここにいる方は御存じのとおり、平成３１年３月議会、予算審議の委員会とこの前の

９月議会である委員の方からこういう質問がありまして、議事録が手元にあるんですけども、西

春日井広域組合の負担の医療機器の関係で。要するに、医療機器に問題があったんじゃないかと

いう話が出ておりまして、これに関して佐古次長からは、２８年度の話で、このまま購入された

ということが話に上がっておりました。古くなったものは計画的に買い替えて更新をしているん

ですけれども、更新については、さらに厳しく検討していく必要があるかなというふうに組合の

中で意見が出たところだということでした。 

 要するに、ふさわしくないものが購入をされておるんじゃないかという話が出たことに対して

昨年度質問があったわけで、私も傍聴しておりました。それで、今回ここに決算でもまた出てお

りますので、改めて質問させてもらうんですけども、結果的には、今後は厳しく精査していきま

すよというお話だったんですけれども、委員のほうからは、使っていかない方向で、ふさわしく

ないもんであれば戻してもらうのが筋じゃないかという話で申し入れしていますかということが

あって、申し入れはしていませんと部長のほうからありました。 

 これを受けて、葛谷副市長のほうからこういう答弁がありました。「恐らく組合議会のほうで

も問題になって意見調整されておると思うので、組合議会の行方を見ていきたいように思います」

という御返答がありました。その後に、どんなふうに調整するんですかという話があったんです

けども、これを受けて最終的には、葛谷副市長のほうから、「調べがついた時点で御報告させて

いただきます」と。調整がついた時点ということは、少し時間をくださいということでありまし

たけども、これに関しては何か実態に対しての報告とか、僕は機器がふさわしくないものが審議

されとる現場にはいないですし、委員会の上でこういう質疑がされたと。これがどんなふうに推

移をされとるのかと。今まで報告らしきものをお伺いしたこともない状況に今日現在もあるので、

改めてこのことに関して、今どんな進捗になっておるのか質問をさせていただきますけれども、

いかがですか。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。 
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 昨年このような質問が出てから、消防を中心に西春日井広域事務組合の調整会議というのがあ

りまして、これは今年度既に２回持たれているわけですけれども、そこの中で、３４種類の機器

がありまして、それが本当に二次救急医療に必要なものかどうかを各市町が出し合いました。疑

わしきものというか、通常の医療のもの、それから救急に使うものというふうに分けまして、そ

れを今、済衆館病院のほうに打診をしている最中です。それが、今、消防がやられてまして、そ

の回答を持ちましてもう一度協議をして選定していくという、今、作業の最中でございます。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これは葛谷副市長も大分御答弁されているようなので、この件に関して今ありましたけども、

何か改めて補足か御所見かありましたらお伺いしたいと思うんです。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 葛谷副市長、答弁。 

副市長（葛谷 賢二君） 

 葛谷です。 

 あの後、私のほうから担当次長等に指示をいたしまして、まず、経緯とか組合議会で決められ

たという経緯もあるもんですから、そのところは組合議会として決めたことなので補助は決定す

るといったところなので、それを覆すことはできないというような考え方で広域消防のほうは考

えているというところをもらいました。 

 今後についてはどうするんだというところで、当然、二次救急に必要な医療機器の整備という

ことであれば、今後も補助対象にしていくべきだというのは私どもも異論はないところです。た

だ、それに今までのものが認められたから、今後それをまた同じものを認めていくのかというと

ころが多分問題になると思うので、そこのところは十分協議をしていただいて、今後はどの部分

のものまで認めていくのか、二次救急に必要なものを認めていくのか、それとも今まで認めちゃ

ったので、それを認めるのかというところが問題になるのかなというところがあるので、そこは

２市１町でよく調整をして、消防とも調整をして決めていってもらうようにということで指示は

出してあります。そんな形で進んでいるのかなというふうに思っております。 

 以上です。 
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福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 しっかり精査をしていただくことが必要ですが、この議事録の中でも、１つじゃなくて３つぐ

らいあるよという話と市民の税金でやっているので、こういうことをスルーしてしまって、民間

だったら絶対通りませんと。お金を戻してもらえんのかと。規約上は戻さないかんというような

規約もあるという話も出ておったんですけども、全体を含めて、今、副市長が言われたような方

向で進んでいることはそのとおりでないと市民に申し開きができんと思うんですけども、また、

しっかり精査をしていただいて、この議事録にしっかり残っているものですので、市民の安全の

ために税金を効果的に使っていただけるようによろしくお願いをいたします。 

 以上で質問を終わります。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 以上で、飛永委員長の質疑を終わります。 

 ここで、私の委員長の職を終了し、飛永委員長にお願いを申し上げます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 続いて、６４、６５ページ、質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 では、最後になります。６６、６７ページ。 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 冨田でございます。 

 最初の説明のところで妊娠・出産包括支援費、これは新規事業だというふうに言われたん

ですけど、ページ数でいうと１７６ページですけど、妊娠前から子育て期にわたる切れ目の

ない支援を提供するというふうに書かれとるわけですけど、この切れ目のない支援というの

は、具体的なあれは。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 
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健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。 

 これは今、委員おっしゃったとおり、昨年度から子育て世代包括支援センターを開設いたしま

した。そこで、妊娠前から子育て期まで切れ目のない支援ができるようにということで、総合相

談窓口という位置づけになっております。 

 助産師を配置しまして、妊娠前からといいますと、例えば、一般不妊の治療のことだとか、そ

れから一般的な性教育等も含めまして、妊娠前からの専門的な相談ができ、それから産後うつの

予防、育児不安の解消につなげております。 

 その総合相談窓口で何かフォローが必要な妊婦さん、子どもさんについては、地区担当保健師

にオファーしまして、あるいは子育て支援課の子育てコンシェルジュと連携して総合的に支援を

しております。 

 支援に当たりましては、全妊婦さんに対してケアプランを立てまして、計画を進めております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 今までもそういうような支援というか、やられとると思うんですけど、今までとちょっと

違うとか、そういうことはありますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 佐古次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 今までは、当然、相談があれば応じてきたわけですけども、全妊婦に対してケアプランを作成

したり、それから全妊婦に対して妊娠３２週目以上に電話をするだとか、それから産後４週目な

んですけども、産後、大変ホルモンバランスがくずれて、うつだとか、心身の状態が悪くなりま

す。そこで、産後ケアという形で、いわゆる高齢者でいうとショートステイですか、お泊まりを

していただきながら、心身ともに支援していくというような事業も進めてまいっております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 
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冨田 雄二委員 

 ぜひ、頑張っていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ６６、６７ページ、よろしいでしょうか。 

 最後に僕、１個だけ、飛永から質問させていただきます。 

 委員長の職を下堂薗副委員長にお願いをいたします。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 副委員長の下堂薗です。 

 これより、委員長の職に当たらせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、質疑を受けます。 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 飛永でございます。 

 たびたび済みません。 

 風疹等予防接種費のところで教えてください。 

 主要施策の１５４ページになります。 

 これは事業目的のところを読まさせてもらうと、「妊娠を予定、または希望する女性に風疹予

防接種費用の一部助成。」対象者にも「風疹抗体が十分ではない妊娠を予定、あるいは希望する

女性」ということであって、２９年度は４３人で、３０年度が７２人対象になった方が、そんな

認識でいいですかね。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 接種者数ですが、３０年度は７２人で２９年度は４３人、委員のおっしゃるとおりです。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 そういうことでございますけども、一部報道等によりますと、男性で３０代後半から４０代前
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半ぐらいの方が年代的に風疹の予防接種をしっかり受けることができなかった方が確率的に多い

という話が出ていて、当然、妊娠をする女性、もしくは予定する女性になると世代的にかぶって

くるので、同居している男性とかこういう対象にしていかないとしっかりした予防にはならんと

思うんですけども、こういったことの認識とか課題とか必要性をもしお持ちであれば所見をお伺

いします。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（佐古 智代君） 

 今、委員がおっしゃったとおり、４０歳から５７歳までの男性については、この方たちが子ど

ものころに予防接種をする機会がございませんでした。最近、男性で風疹に罹患される方が多く

なっております。それで、国の緊急的な対策、追加的対策といたしまして、今年度からなんです

けれども、対象の男性にクーポン券をお渡ししまして、それで無料で抗体検査を受けることがで

きます。抗体検査で抗体のなかった方については予防接種を受けるということで、２年に分けま

して、４０歳から４７歳までが今年度クーポンをお送りしまして、４８歳から５７歳までは来年

度クーポンをお送りします。希望者の方にはもちろんその場で作成いたしますけれども、そうい

う対策をとっております。 

 それで、今度は以前から妊娠を予定する、あるいは希望する女性の夫、あるいは同居の方につ

いては、国の追加的対策を優先いたします。それに漏れた方、例えば、３０代だとか若い方、あ

るいは５０何歳よりもっと上の方で同居している方であれば、前からある事業を優先するという

ことで、両方からできるように今やっております。 

 以上です。 

福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 飛永委員長。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 年代的に２つに分けて、今年度は４０歳から４７歳で、そのあとが来年度ということで、希望

すればクーポンをもらえるということで、私もどこかで希望せなあかんということですね、来年

度。 

 わかりました。ぜひ、しっかり進めてください。 

 以上で、質問を終わります。 
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福祉委員会副委員長（下堂薗 稔君） 

 以上で、飛永委員長の質疑を終わります。 

 ここで、私の委員長の職を終了し、飛永委員長にお願いをいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、委員長の職に再度当たらせていただきます。 

 このページにおいて、質疑は他にございませんか。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 以上で、質疑を終わります。 

 認定第１号 平成３０年度清須市一般会計決算認定所管分について採決をいたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 多 数 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 賛成多数でございます。ありがとうございました。 

 よって、認定第１号 平成３０年度清須市一般会計決算認定所管分については、原案のとおり

承認されました。 

 次に、認定第３号 平成３０年度清須市介護保険特別会計決算認定について、歳入歳出続けて

説明をお願いいたします。 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課、古川でございます。 

 平成３０年度清須市歳入歳出決算の１３４、１３５ページをお願いいたします。 

 介護保険特別会計、歳入からお願いいたします。 

 １款介護保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、予算現額１０億３千４３９万

１千円、収入済額１０億４千３１４万８千７４９円、不納欠損額１千２１０万７千８６２円、収

入未済額２千１４０万１千６５１円、現年度分と滞納繰越分でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料、予算現額２万円、収入済額３万円、指

定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、予算現額７億２千５６５万８千円、
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収入済額７億２千５２５万５千８５７円、現年度分と過年度分でございます。 

 ２項国庫補助金、１目事業費補助金、予算現額９８万円、収入済額１５６万６千円。 

 ２目調整交付金、予算現額１億１千８０５万３千円、収入済額１億１千８０４万９千円、現年

度分でございます。 

 ３目地域支援事業交付金、予算現額６千２４５万３千円、収入済額４千８８７万９千３０円、

現年度分と過年度分でございます。 

 ４目保険者機能強化推進交付金、予算現額３９８万４千円、収入済額３９８万４千円。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、予算現額１１億５千７４

５万４千円、収入済額１１億２千５５０万５千７６１円、現年度分と過年度分でございます。 

 ５款県支出金、はねていただきまして、１３６、１３７ページをお願いいたします。１項県負

担金、１目介護給付費負担金、予算現額６億３００万円、収入済額６億８５万１千４１５円、現

年度分と過年度分でございます。 

 ２項県補助金、１目地域支援事業交付金、予算現額３千５９５万５千円、収入済額２千７５０

万１千７９１円、現年度分と過年度分でございます。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、予算現額７万円、収入済額６万９千

２９０円。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、予算現額６億６千３５８万２千円、収

入済額６億６千３５８万２千円、１節職員給与費等繰入金から４節地域支援事業繰入金まででご

ざいます。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金、予算現額５千８３万５千円、収入済額５千

８３万５千円。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、予算現額７千６万６千円、収入済額７千６万６千６０

９円。 

 ９款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、予算現額１万円、収入済額１４万６

千６００円、第１号被保険者延滞金でございます。 

 はねていただきまして、１３８、１３９ページをお願いいたします。 

 ２項雑入、１目第三者納付金、予算現額１千円、収入済額２６３万２千４５６円。 

 ２目返納金、予算現額１千円、収入済額０円。 

 ３目雑入、予算現額１千円、収入済額６万９千３４２円。 
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 歳入合計、予算現額４５億２千６５０万５千円、収入済額４４億８千２１７万２千９００円、

不納欠損額１千２１０万７千８６２円、収入未済額２千１４０万１千６５１円。 

 続いて、歳出をお願いいたします。 

 はねていただきまして、１４０、１４１ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額７千８１８万７千円、支出済額７千

３３５万５千５２８円、不用額４８３万１千４７２円、２節給料から１９節負担金、補助及び交

付金まででございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、予算現額２６８万９千円、支出済額２１２万２千１４６円、不

用額５６万６千８５４円、１１節需用費から１３節委託料まででございます。 

 ３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費、予算現額７５８万５千円、支出済額６１４万

３千９５８円、不用額１４４万１千４２円、１節報酬から１２節役務費まででございます。 

 ２目認定調査等費、予算現額２千１３８万４千円、支出済額１千７０８万４千４３７円、不用

額４２９万９千５６３円、１１節需用費から１３節委託料まででございます。 

 ４項趣旨普及費、１目趣旨普及費、予算現額１９万１千円、支出済額１９万９４４円、不用額

５６円、１１節需用費でございます。 

 はねていただきまして、１４２、１４３ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等費、１目介護サービス等費、予算現額３８億４千７５４

万４千円、支出済額３７億９千８４８万６千７０９円、不用額４千９０５万７千２９１円、１９

節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２項その他諸費、１目審査支払手数料、予算現額２２１万２千円、支出済額２１９万８７７円、

不用額２万１千１２３円、１３節委託料でございます。 

 ３項高額介護サービス費、１目高額介護サービス費、予算現額１億４４５万５千円、支出済額

１億１３５万３千９００円、不用額３１０万１千１００円、１９節負担金、補助及び交付金でご

ざいます。 

 ４項特定入所者介護サービス費、１目特定入所者介護サービス費、予算現額１億３千３９１万

９千円、支出済額１億２千７０１万９千１４６円、不用額６８９万９千８５４円、１９節負担金、

補助及び交付金でございます。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目サービス事業費、予算現

額１億５千２１０万４千円、支出済額８千９６２万３千４６３円、不用額６千２４８万５３７円、
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１３節委託料、１９節負担金、補助及び交付金でございます。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費、予算現額１千６４２万８千円、支出済額１千２１７万

８千３６０円、不用額４２４万９千６４０円、９節旅費から１９節負担金、補助及び交付金まで

でございます。 

 ２項一般介護予防事業費、はねていただきまして、１４４、１４５ページをお願いいたします。 

 １目一般介護予防事業費、予算現額２千２８万８千円、支出済額１千６７０万４千７５０円、

不用額３５８万３千２５０円、４節共済費から１４節使用料及び賃借料まででございます。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業費、予算現額６千６万２千円、支出済

額５千９４２万４千６円、不用額６３万７千９９４円、８節報償費から１９節負担金、補助及び

交付金まででございます。 

 ２目任意事業費、予算現額３８９万９千円、支出済額１６３万９千９２９円、不用額２２５万

９千７１円、８節報償費から１９節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 ４項その他諸費、１目審査支払手数料、予算現額３１万２千円、支出済額２３万４千８６８円、

不用額７千７千１３２円、１３節委託料でございます。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、はねていただきまして、１４６、１４７ページをお願いい

たします。１目介護給付費準備基金積立金、予算現額３千６７７万９千円、支出済額３千６７７

万８千２９０円、不用額７１０円、２５節積立金でございます。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金、予算現額１５

０万円、支出済額８７万２千７００円、不用額６２万７千３００円、２３節償還金、利子及び割

引料でございます。 

 ２目第１号被保険者還付加算金、予算現額１千円、支出０円、不用額１千円。 

 ３目償還金、予算現額１千２８９万円、支出済額１千２８８万８千３６３円、不用額１千６３

円、２３節償還金、利子及び割引料でございます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、予算現額２千３０７万６千円、支出済額２千３０７万６千

円。 

 ６款予備費、１項予備費、１目予備費、予算現額１００万円、支出０円、不用額１００万円。 

 歳出合計、予算現額４５億２千６５０万５千円、支出済額４３億８千１３６万８千３７４円、

不用額１億４千５１３万６千６２６円。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方、歳入歳出、できればページを言っていただいて質問をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 加藤です。 

 国保と同じように、全体で見ていくもんですから、ページというといろいろかみ合っていくも

んで、全体でとらえさせていただきたいと思います。 

 １つは、介護保険の自己負担分を除く給付費は５０％を公費、残り５０％を４０歳以上の人が

支払う保険料で賄っている、こういう制度であります。年金も賃金も抑えられて、国保の負担も

重い中で、介護保険料の引き上げが行われ、市民生活に大打撃になってきておると私は思うわけ

であります。この７期の保険料が引き上がったわけであります。 

 さらに、２０１８年度は利用料の３割負担の導入、さらには福祉用具のレンタル制導入による

毎年のような上限価格の設定、そして、介護保険と障害者福祉の事業所による共生型サービスの

創設、こういったものが始まった。本当にいろんな意味で７期というのは変わったわけです。 

 そういう中で、７期の保険料は平均標準というか、本市の場合は５千１８７円となって、県下

ずっと並べてみると２５番目ですかね、そういう順位に当たるわけです。それで、所得金額では

基準の５段階以下の割合、そこでいくと、県下では６２％だと言われているのが本市の場合はど

んなもんになっていますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 済みません、お時間をいただいて、今、探しますので、済みません。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 わかりました。 

 本当に５段階というのはどういう段階かというのは御承知のとおり、基準値の額であります。

それで、保険料の段階を多く設けることで所得水準に応じたきめ細かい保険料を設定していく、
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こういうことが求められているわけであります。 

 本市の場合は１０段階、多いところでは１４段階あるわけであります。それで私は、このきめ

細かい保険料の設定が必要だと思うわけですけれども、昨年、今年、いよいよまた８期に向けて

今、審議が始まっていくわけですが、この辺のところについては、全体の中で見ると、どういう

ふうに今お考えでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 現在１０段階で、清須市の場合、設定しておりますけれども、高額な方の人数というのはそれ

ほど多い人数ではありませんので、１０段階を細かく細分化してもどれぐらい増えるのかという

のは、それほど大きな影響はないというふうに認識しております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 シミュレーションを高額が少ないということで見られとると。実際この中でどういうふうに細

分化していくかというところは、もっと細かく私はシミュレーションしていく必要があると思う

んです。 

 それで、保険料についてもいろいろあるわけですが、特に昨年度のところをいうと、国のほう

は介護保険料の未納者については４割負担になることを周知せよと言ってきたわけであります。

本市も不納欠損が１千２１０万円あったということになっていますが、その辺のところは、今回、

国のほうが未納者対策いろいろ言ってきたわけですが、本市の３０年度はどうだったですかね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 未納者の方につきましては、３８０人の方が未納で、３割負担になられた方が８名おみえにな

ります。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 ３割負担は導入されたんですが、未納者については４割負担になることを周知せよと言ってき

たわけですので、８人という方は４割じゃなくて３割てどういうこと。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 ４割になられる方につきましては、仮算定、本算定の通知を送る際にそちらのほうで、４割負

担になりますというような御案内のほうはお送りしております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それで、実際にはそうならなかったという理解でよろしいんでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 本当に大変な状況があるわけですよね。今、県内を見ると減免は４８％の２６の市町村で実施

されているわけです。介護保険料は住民税の非課税でも払わなければならない。例えば、国民年

金の方で月５万円で暮らす高齢者には本当に大きな負担になっているわけです。独自減免につい

て、減免制度を設ける意義は大きいと思うわけですけれども、この辺については、今回、実際に

３８０人という数も出ましたけれども、どういうふうにとらえられているか質問します。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 現在については、特に減免のほうは考えておりません。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 約半数の自治体が今、減免制度を設けて、不納欠損にするんじゃなくて減免制度でつくってい

こうという取り組みが行われていますので、考えてないもんから検討してみて、ぜひ一度、８期

に向けてよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、清須市の要介護認定者数、３０年度５月時点で１千８６７人、１１．７％、それか

ら要支援が７１８人の４．５％でありました。保険料が払えても今年度は利用が必要で、払えず、

サービスが受けられないという実態が全国的にはお聞きするわけですが、保険料だけじゃなくし

て低所得者に対する利用料の減免ですね、このことについてはどういうふうにとらえられている

でしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 利用料の減免というのは、入所の方についてでしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 介護保険料の低所得者の減免を実施しているということで、いろんな要件はありますけれども、

例えば、１段階の減免とか所得収入、さらには災害や失業等による介護保険料の納付困難な人の

減免とかいろいろあるんですよ。そういったところの自治体が非常にこれも保険料利用料、分け

ていくといろいろあるわけですので、ぜひ一度調べていただいて、本市はやっていないもんです

から、保険料利用料についても一度見ていただいて検討をいただきたいということをお願いしと

きます。 

 それで、もう１つつけ加えて言っておきますけれども、介護保険制度を必要な介護が保障され

て、安心して利用できる制度に私はするべきだと思うわけであります。６５歳以上の介護保険料

は、多くの方が問答無用というか、自然に年金から強制天引きされてるわけですね。今や高齢者

の生活を脅かすという言葉まで出てきておるわけであります。この保険料利用料の値上げをせず

に制度の充実を図って、安心できる保険制度にしていくには、国や自治体の公費負担、これを増
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やしていくということが、今回、実質収支でも結構出ておりますので、ぜひ基金なんかも取り崩

して、引き上げを抑えていくと。さらには利用料減免制度を設けていくということが私は必要だ

と思いますが、その辺のところ、部長、どうですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 河口部長。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 健康福祉部長の河口です。 

 今、委員が言われたように利用料金ですとか使用料に関する減免につきましては、今、当市は

やっておりませんで、今後８期に向けてやるのかどうかということについて、そこのところは全

体を見た上で、その制度の運用等々も影響してくると思いますので、そういったところをまずは

研究した上で判断のほうはしていきたいと考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ぜひ、研究していただいて、この場には財政さんも座ってみえますので、福祉を充実させてい

ただくためには財源というのは必要だということは御了解いただいておると思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 成果表の３３９ページの下段なんですけど、一般介護予防事業費、私、認識不足で申しわ

けない。いろんな大学とか教室があるんだけど、こちらの説明をしてもらえる。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 げんき大学につきましては、愛知医療学院のほうで講義をしていただいておりまして、全１６

回で後期高齢者を対象にした教室となっております。 
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 チャレンジ教室につきましては、認知症予防の教室となっております。地域のほうで、西枇・

新川・春日・清洲の４か所で実施しております。 

 やろまいか教室につきましては、アルコ清洲で実施しております。 

 いこまいか教室につきましては、各地域で実施している事業になります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 やろまいかといこまかいかは、内容は全然違うわけで、予防普及と予防活動支援。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 やろまいかにつきましては、アルコ清洲のほうで毎週金曜日に実施しておりまして、誰でも参

加できるような教室になっております。 

 いこまいかにつきましては地域で実施しておりまして、そちらの地域の住民の方が参加してい

る教室になります。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 僕も確認はとってないんですけど、いこまいか教室は西枇では開かれてないという話を伺

ったんですけど、もしそうであるなら、理由は何でしょうか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 昨年度まで西枇杷島地区のほうでは実施のほうをされていなかったんですけれども、本年度よ

り西枇杷島地区のほうで１か所実施がされております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 
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 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 １か所で、これは要請をしないと開いてもらえない事業だった。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 地域からの御要望で教室のほうを開催させていただいております。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 その地域というのはどの範囲を差してみえるかな。例えば、５、６人のグループでも開い

てと言えばやっていただけるのか、地域ってどの範囲になるの。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 公民館で実施させていただいている状況ですけれども、場所が準備していただければ２０名以

上で実施しております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 町内会とかブロックにとらわれず、２０名以上のグループであればいいと。それで、施設

は公共施設は使えないということ。公民館というのは何を指すのかな。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 地域にある施設でございますので、公共施設については今のところ実施しておりません。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 
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伊藤 嘉起委員 

 例えば、前年度までは西枇はこれが１か所もなかったと。要望がないからやらないんだと

いう話だったと思うんですけど、要望がないからやらないとかじゃなくて、必要性があるか

ら市のほうとしてはどんどん進めないかんと思うんだよね。 

 先ほど市長も合併前の事情があるからということをいまだに言われるわけだけど、需要が

あって、西枇は町内も５８ぐらいに分かれてますし、町内で２０名でそろえてというのは難

しい地区だと思うんですわね。その中で取り残されていくと心配しちゃうんですけど、公共

施設を使って開いてもらえんですかね。市が主催で。そういうことはできんのですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 現在、いこまいか教室以外でも市の介護予防教室の卒業生が実施している自主グループがござ

いまして、そちらのほうは市民である健康づくりリーダーが講師となって実施していただいてい

る介護予防教室になります。そちらのほうは、現在、市内３７か所ありまして、西枇地区は１７

か所実施しております。 

 市としましては、講師の方々にフォローアップ研修のほうを開催させていただいて、市民が中

心となった自主グループ活動を実施していただいているという現状がございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 その他の現状はともかくとして、いこまいか教室のことについて。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 河口部長。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 今、いこまいか教室についてのお話の中で伊藤委員が言われたように、旧町からの独自性とい

うのがありまして、うちの説明の中にもありましたように、各地区での公会堂で今やっておりま

す。西枇さんにそれに類するものがどうだという話で、自治会のあり方自体が若干違うところも

あって、そういったところが実際あるのかなというところもございます。 
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 今後につきましては、こういった事業の利用促進等も含めまして、どういった形がいいのかと

いうのも一度検討した上で、この２０人というのが適正数なのか、また公共施設ではできないの

か、そういったところも含めて、今、委員おっしゃられたように、各地区で差異があってもいけ

ませんので、そこのところは検討のほうを進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 あまり差が出てもいかんし、予防事業である以上は市がどんどん前向きに進めていただい

たほうがいい事業だと思いますので、その地域の実情に合ったやり方がそれぞれあると思い

ますので、ぜひとも進めていただきたいと思うんですけど、早急に改善はしていただけるの

か、最後に。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 河口部長。 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 健康福祉部長の河口です。 

 ここのところが私も勉強不足ですけれども、実際、これが先ほど来から出ておりますような介

護保険計画にどのように影響してくるのかも私が勉強不足で、そこら辺の影響がなければ、でき

る範囲内で早急にできるタイミングでやっていきたいなというふうには考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、質疑はございませんか。よろしいでしょうか。 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 先ほど御質問のありました第５段階の方の割合ですけれども、１３．６％になります。 

 また、１から５段階の方が５４．７％になっております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他、質疑はございませんか。 
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（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これで質疑を終わります。 

 認定第３号 平成３０年度清須市介護保険特別会計決算認定について採決をいたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 多 数 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。賛成多数であります。 

 よって、認第３号 平成３０年度清須市介護保険特別会計決算認定については、原案のとおり

承認をされました。 

 次に、議案第４７号 清須市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて説明をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課の鹿島でございます。 

 提出案件の３５ページをごらんください。 

 議案第４７号 

 清須市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和元年９月２日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提出理由 

 この案を提出するのは、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正及び災害弔慰金の支

給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の償還等に係る規定を整理する必

要があるからです。 

 内容について御説明いたします。 

 ３６ページをごらんください。 

 この条例は、災害援護資金の貸し付けを受けたものが置かれている状況等を鑑み、償還金
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の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大などの措置が関連法令等で講じられたことにより、

条例中の条項ずれが生じることがないよう規定を整理するものです。 

 附則として、この条例の施行日を規定しております。 

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 先ほど違う案件で質問をさせていただいたわけですけれども、特に改正の中で見ていくと、免

除等のために市に資産の収入を調査する権限が与えられるとか、償還期限から１０年経過後に市

町村が保証債権を放棄できると、この辺が大きく市の部分でかかわってくると思うんですが、そ

の辺は放棄できるけど、調査する権限も出てくるので、業務的にはどうなんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 その返還が滞っている方の状況の把握に努めていくというところで、今、現状も災害援護資金

ですとか援助資金の貸し付け等の未納の方につきましては、その状況等を御本人さんから確認し

たりしております。そういったこともございますので、この条例等が変わったからといって、特

段、我々のほうの業務が増えるというふうには認識しておらず、これまでどおりの未納について

返済のほうを力強く交渉していくというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第４７号 清須市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案について採決

いたします。 
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 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって、議案第４７号 清須市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案につ

いては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第４８号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案について説明をお願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 令和元年９月清須市議会定例会提出案件の３７ページをお願いいたします。 

 議案第４８号 

 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和元年９月２日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由を述べさせていただきます。 

 この案を提出するのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一

部改正に伴い、満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、家庭において必要な保育を受ける

ことが困難である者に関する副食の提供に要する費用の取り扱いの変更などに関し必要な事項を

定める必要があるからです。 

 提案理由を説明させていただきます。 

 はねていただきまして、３８ページをお願いいたします。 

 今回、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、子

どものための教育・保育給付に関する用語である「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改正

するとともに、３９ページの第１３条では、特定教育・保育施設は第１項で３歳未満児の利用負
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担額を引き続き徴収できるとともに、また、第４項第３号のアでは、３歳以上の幼稚園、保育園

などを利用する年収約３６０万円未満相当世帯の子ども、イでは、第３子以降の子どもの副食の

徴収をできないとしております。 

 また、４３ページの第４２条関係では、特定地域型保育事業者は、必要な教育・保育が継続的

に提供できるように連携協力を行い、認定こども園、幼稚園、また保育所を適切に確保しなけれ

ばならないが、第２項の次に、各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、市長は連携施設の確

保義務の緩和、また第８項では、免除できるものの改正となっております。 

 ４７ページでは、附則第７項中で、連携施設の確保が著しく困難な場合の経過措置として、５

年が１０年に延長されました。 

 なお、今回の条例改正は、国が定める従うべき基準及び参酌すべき基準に沿った改正によるも

のでございます。 

 附則として、第１項で、この条例は、令和元年１０月１日から施行し、第２項で、条例の施行

前の食事の提供については、従前の例によるものでございます。 

 以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 幼児教育・保育の無償化というのであれば、本来、給食費も含めて幼稚園・保育園等の費用が

全額無償化すべきだと思うわけであります。しかし、今回の制度は無償化と言いながら、比較的

所得の低い層も含めて保育費用を自己負担させるものであり、さらに、本議案では、保育所の利

用者に対し副食費の徴収を行っていくというものになっています。 

 従来、保育所を利用する３歳から５歳の２号認定のお子さんの給食費については、副食費の費

用は公定価格として保育料の中に含まれるという対応がされておって、主食費用は保護者の負担

として清須市の場合は、保育所によって８００円が所得会計を問わず全ての保育所利用者から実

施徴収されてきたわけですけれども、今回、具体的にどうなったのか改めて伺います。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 
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健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今回の改正につきましては、今、委員が言われました副食のことに関しましては、今まで保育

料の中に副食代が含まれていたものにつきまして実費徴収になったものでございます。 

 ただし、３６０万円未満世帯の利用をされている子どもさんにつきましては、副食代が軽減に

なるということでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 いろいろ全国的に言われているのは、今回の無償化の制度で、保育所の副食費について１か月

当たり４千５００円の実費が保護者の負担、そういうことを言われております。その理由を問い

ただすと、従来から主食費、副食費とも保護者の実費負担とされてきた幼稚園との均衡を図るた

め、こういうことも内閣の答弁なんかでもいろいろ書かれているわけであります。 

 今回の制度で保育料は、全ての所得階級で無償とされているわけであります。今、言われたよ

うに、年収３６０万円未満の世帯では副食費を徴収しないということですけれども、年収３６０

万円以上の世帯では、保育料が無償になったとしても新たに副食費４千５００円が徴収されるわ

けですが、このことによって負担増となる階層は本市ではあるのかないのか、伺いたいと思いま

す。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今回、試算をさせていただいたところですけど、そのような対象になる方はおみえになりませ

ん。 

 今回、つけ加えをさせていただきますと、今まで本市で行っておりました４７０万円未満世帯

の第２子の副食代につきましても、保護者の負担軽減をなくすために、少しでも減らすために市

独自として軽減を行っておるところでございます。その方につきましても、今までの徴収よりも

多くなるということはございません。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 
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 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、１つお聞きして、まず本当に安心したわけですけれども、保育料の無償化は私、一歩前進

だと思うわけです。財源の問題は別ですよ。 

 ０歳から２歳児については保育料の無償化、給食費も含めては非課税世帯だけが対象になって

います。しかし、今、全国で保育園の副食費の助成、これは本当に日に日に９月議会前に国の情

報の出し方が後手に回っておる部分があって、対応に困ったと思うわけですけれども、全国的に

バタバタと９月の頭の辺から出てきたわけです。私がつかんでおるだけで１００は超えておるん

ですね。県内でも早く手を挙げられたのは東浦とか愛西、ここでは補助や負担を助成していくと

いうことで、保育園の給食は国の保育指針においても保育の一環として位置づけられているわけ

であります。保育の一環としてとらえて、ぜひ助成を進めていただきたいんですけど、そういっ

たお考え、国のほうが情報を出すのが遅かったから、本当は考えとったけど、９月議会に間に合

わんかったけど、やりたいわと思ってみえるのかどうなのか質問させていただきます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今回、幼稚園との兼ね合いも、今、委員が言われたとおりでありますので、今のところ副食代

の軽減の市独自につきましては、先ほど申しました４７０万円未満の第２子のみになるかと思っ

ております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ４７０万円未満のところということです。 

 もう１つ聞きたいわけですけれども、今回、国基準の保育料が高いために、全国的に保育料に

ついては、自治体としていろいろ軽減が行われてきたわけです。無償化によって財源というのは

フル活用していけば考え方によっては私は無償化に向けて補助することは可能だと思うんです。 

 もう１つあわせて言えば、今回、「無償化」「無償化」って言われてますが、これを見ていく

と、ファミリーサポートとか病児保育も対象になるんですよね。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ファミリーサポートとか認可外保育施設につきましては、確かに、３歳以上の利用の方で無償

化の対象になるかと思うんですが、ただし、条件がありまして、私どもと同じような保育にかけ

る月に６０時間を保育を必要とするという条件が満たされなければその対象とはなりませんので、

まずはそういう利用をされてみえてる方につきまして、私どものほうとしましては広報とかホー

ムページ等で、利用されているかどうかということを周知をさせていただいているところでござ

います。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 もう１つ財源の問題ですね、その辺で、一方無償化になって、いろいろややこしい仕組みはあ

りますよ。しかし、今まであったものが無償化になってきて、いろいろ差し引きすると財源的に

出てくると思うんですけど、そういうことは今のところは考えてないということでしょうか、副

食費のことを。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今ところはまず国の基準に合わさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 連日、課長も見られとると思いますが、これは広がっておりますので、東京都なんかも区によ

っても本当に広がっておりますので、ぜひ清須市のほうも子育てしやすいまちというか、魅力あ

るまちのためにも、副食費をぜひやっていただきたいと思います。 

 それから、政府の答弁では、「今般の無償化に当たりましては、認可外保育施設やファミリー
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サポートセンター事業の利用者につきましても、負担軽減の観点から対象としておりますと、今、

言われたとおりです。子どもの安全が確保されるための取り組みにつきましては、児童福祉法上

の観点から、厚生労働省を中心に取り組みを進めてまいることになっております。その上で、無

償化に係る給付を行うという観点から、改正法案におきましては、市町村長に対して対象となる

施設を特定する確認とか必要に応じた施設への報告徴収、勧告命令確認の取り消し、さらには都

道府県知事に対する必要な協力要請などの権限を与えるための規定を設けております」、こうい

うふうに答弁されておるわけですけれども、児童福祉法の観点と子ども・子育て支援法との観点

とが相まって、認可外保育施設の質の向上確保、これが図られるようしっかり取り組んでいただ

きたいと思うわけでありますが、先ほど６０時間云々と言われましたけれども、その対象となる

施設を特定する確認とか必要に応じたいろんな市としてやらなければいけない問題、この辺につ

いてはどういうふうに取り組まれているのかお聞きします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 対象施設につきましては、まず、認可外でも県に届け出があることが条件になってくるかと思

いますので、愛知県のほうから、認可外の届け出の一覧表が県のホームページでアップされてい

るかと思いますので、そういうところの事業者は対象の施設だというふうに私どもは考えており

ます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それで、今、ホームページにアップされているのが対象施設だと。それで確認したと。確認し

た後に必要に応じた施設への報告徴収や勧告や命令、確認の取り消し、さらにはいろんな要請、

権限が与えるということもありますので、市としてアップで確認したその次の作業についてはど

ういうふうに考えているのかということですね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 
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 今、市内に認可外保育施設というのは１か所あるかと思っております。そちらのところの事業

者のほうにつきましては、今回この制度が始まる時点の９月でありますけど、そういういろんな

取り扱いの制度につきまして説明等をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 しっかりやっていただきたいということをお願いしときます。 

 以上で終わります。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第４８号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって、議案第４８号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり承認をされました。 

 次に、議案第４９号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を

定める条例の一部を改正する条例案について説明をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 引き続き、提出案件の４９ページをお願いいたします。 

 議案第４９号 
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 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例の一部を改

正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和元年９月２日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由になります。 

 この案を提出するのは、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、規定を整理する必要

があるからです。 

 提案理由を説明させていただきます。 

 はねていただきまして、５０ページをお願いいたします。 

 今回、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、子どものための教育・保育給付に係る

用語の「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」に改正されたことにより規定を整理

し、附則として、令和元年１０月１日から施行するものでございます。 

 以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは、これで質疑を終わります。 

 議案第４９号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める

条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって、議案第４９号 清須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等

を定める条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり承認をされました。 

 このまま続けます。 
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 議案第５０号 清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案について説明をお願いします。 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 引き続き、提出案件の５１ページをお願いいたします。 

 議案第５０号 

 清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和元年９月２日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由になります。 

 この案を提出するのは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、放課後児童支援員認定資格研修に指定都市の長が実施する研修を加え、資格要件を拡大する

ため必要があるからです。 

 提案理由を説明させていただきます。 

 はねていただきまして、５２ページをお願いいたします。 

 今回、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支

援員の認定のための研修に、新たに指定都市の長が実施する研修が加えられ、放課後児童支援員

の資格要件が拡大されたことにより例規整備を行うもので、附則として、交付の日から施行する

ものでございます。 

 以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 確認なんですけど、先ほどの決算のほうでも質問が出ておったと思うんですけど、支援員
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は今の時点でも配置されとるというお話だったんですけど、もう一度お願いします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 現在も支援員の新たな制度で、２７年度から始まった制度でございます。２７年度には研修を

受けたのが６名、２８年度は１２名、２９年度は１２名、３０年度は６名が受講しており、今現

在につきましては、９月１日現在で３６名の放課後児童支援員の研修を終えているところでござ

います。 

 今年度また新たに６名研修をすることになっておりまして、合計４４名の者が放課後支援員に

なる予定でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 これはパートさんも支援員に入ってみえるんだよね。支援員として資格をとってみえるん

ですね。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 ２７年からということで、これは市のほうから受講の補助金か何か出ているんですか。実

費は市のほうが出してみえるんですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 研修につきましては県の主催のところとなりますので、そちらのほうに行っていただくという
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ことで、受講料はかかってない状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 そうすると、交通費も支給せずに受講だけしていただいていると、そういうことですか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 交通費につきましては、私ども職員の者と同席をさせていただくときもありますので、そちら

の公用車等を使わさせていただく形で研修等を受講しております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第５０号 清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって、議案第５０号 清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第５４号 令和元年度清須市一般会計補正予算（第４号）案所管分について、歳入

歳出続けて説明をお願いします。 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 
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 子育て支援課の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和元年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書をお願いいたします。 

 一般会計につきましては、健康福祉部所管分を一括で朗読をさせていただきます。 

 初めに、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 一般会計補正予算の歳入でございます。 

 ９款地方特例交付金、２項子ども・子育て支援臨時交付金、１目子ども・子育て支援臨時交付

金、補正額１３万７千円の増、１節子ども・子育て支援臨時交付金の増となります。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額２７万円の増、２節児童

福祉費補助金の増で、幼児教育無償化に伴う認可外保育施設利用給付費の国庫交付金でございま

す。 

 １５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正額１３万５千円の増、２節児童福

祉費負担金の増で、幼児教育無償化に伴う認可外保育施設利用の給付費の県負担金でございます。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金、補正額２７８万円の増、幼児教育無償化に伴う事務費の

補助金となります。 

 はねていただきまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １７款寄附金、１項寄附金、３目民生費寄附金、補正額１０万円の増、１節社会福祉費寄附金

の増でございます。 

 １８款繰入金、１項特別会計繰入金、２目介護保険特別会計繰入金、補正額２千９６９万９千

円の増、１節介護保険特別会計繰入金の増でございます。 

 ２０款諸収入、５項雑入、２目雑入、補正額１６万円の減、３節民生費雑入のうち幼児教育無

償化に伴う母子通園施設利用料の軽減による補正の減となります。 

 続きまして、１２、１３ページをお願いいたします。 

 一般会計補正予算の歳出でございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正額３３２万２千円の増、３節職員手

当等から１９節負担金、補助及び交付金までの増で、幼児教育無償化に伴う認可外保育施設等を

利用した者に対する施設利用費の支給分と無償化に伴う周知に係る事務費の増となります。 

 ５目児童福祉費施設費では、母子通園施設利用料の無償化による特定財源の組み替えによるも

のでございます。 

 令和元年度一般会計補正予算案、福祉委員会所管分は以上でございます。御審議のほどよろし
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くお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いします。 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 ただいまの説明で今回の補正予算は幼児教育無償化に関連する補正予算ということですが、

先日の議案質疑のほうでは、１０月からの幼児教育無償化に対して全てが無償化になるんじ

ゃないよと。給食費等は無償化にはならないという説明がございましたけど、今、認可外保

育園等の説明がございましたけど、今回の補正を組む上でのその辺の内容というのを詳しく

教えてもらえますか。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 今回の幼児教育無償化につきましては、幼稚園・保育園・認定こども園を利用いたします３歳

以上の全ての子どもと住民税非課税世帯の０歳から２歳の子ども利用者が無償化となるというも

のでございます。 

 無償化につきましては、大きく３点ほど変更点でありまして、２点目といたしまして、幼稚

園・保育園・認定こども園を利用できない場合において、認可外保育施設を利用する子どもにつ

いても、先ほどと同様の年齢に対して無償化となることになっております。 

 さらに、３点目といたしまして、現在、幼稚園や認定こども園で幼稚園部分を一時利用してい

る方で、その利用の内容が保育を必要とする家庭につきましては、幼稚園の利用の無償化に加え

て一時預りの保育利用が無償化となります。 

 ただし、先ほどの２点目と３点目につきましては、認可外保育施設とか一時利用につきまして

は、本市の保育に欠ける基準の月６０時間以上を超える証明書が必要となってまいりますので、

手続につきましては、市のホームページ・広報等について、今現在、周知をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 
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福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 冨田委員。 

冨田 雄二委員 

 大体わかりました。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第５４号 令和元年度清須市一般会計補正予算（第４号）案所管分について採決いたしま

す。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって、議案第５４号 令和元年度清須市一般会計補正予算（第４号）案所管分については、

原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第５６号 令和元年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号）案について、歳

入歳出続けて説明をお願いします。 

 古川課長。 

高齢福祉課長（古川 伊都子君） 

 高齢福祉課の古川でございます。 

 議案第５６号 令和元年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号）案について説明させて

いただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 令和元年度介護保険特別会計補正予算（第２号）案に関する説明書の３８、３９ページをお願

いいたします。 

 介護保険特別会計補正予算でございます。 

 歳入から御説明させていただきます。 
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 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額１億８０万３千円の増、前年度繰越金でござい

ます。 

 はねていただきまして、４０、４１ページをお願いいたします。 

 歳出になります。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額４千７３１万４千

円の増、精算に伴う介護給付費準備基金積立金でございます。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額２千３７９万円の増、前年度

分の介護給付費及び地域支援事業費に対する国・県等の精算に伴う返還金でございます。 

 ５款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額２千９６９万９千円の増、前年度分

の介護給付費繰入金等の精算に伴う一般会計への返還金でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第５６号 令和元年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号）案について採決いたし

ます。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって、議案第５６号 令和元年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号）案については、

原案のとおり承認をされました。 

 以上で、福祉委員会に付託されました健康福祉部所管の全議案についての審議は終了いたしま

した。 

 これをもちまして、福祉委員会を閉会いたします。 

 ２日間、まことに御苦労さまでございました。 
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（ 時に午後 ４時１８分 閉会 ）  
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